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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

(注) １ 売上高には消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を含んでおりません。 

２ 第95期中、第96期中、第95期及び第96期の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、潜在株式がないため記載して

おりません。 

３ 提出会社の「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利

益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

４ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

５ 提出会社は、平成18年1月18日付で、株式１株につき1.5株の株式分割を行っております。 

６ 第96期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。 

７ 提出会社の第96期の１株当たり配当額は、特別配当４円を含んでおります。 

回次 第95期中 第96期中 第97期中 第95期 第96期 

会計期間 

自 平成17年 
  ３月１日 
至 平成17年 
  ８月31日 

自 平成18年
  ３月１日 
至 平成18年 
  ８月31日 

自 平成19年
  ３月１日 
至 平成19年 
  ８月31日 

自 平成17年 
  ３月１日 
至 平成18年 
  ２月28日 

自 平成18年
  ３月１日 
至 平成19年 
  ２月28日 

(1) 連結経営指標等       

売上高 (百万円) 37,041 40,059 40,314 80,061 86,191

経常利益 (百万円) 1,179 1,390 756 2,801 3,364

中間(当期)純利益 (百万円) 745 4,692 802 1,514 6,029

純資産額 (百万円) 27,173 33,300 32,718 29,161 34,066

総資産額 (百万円) 44,683 52,984 50,656 48,273 55,719

１株当たり純資産額 (円) 712.48 586.32 580.42 509.36 599.90

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 19.54 82.55 14.26 25.85 106.22

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― 14.25 ― ―

自己資本比率 (％) 60.8 62.7 64.4 60.4 61.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 111 1,232 △545 670 1,969

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 85 3,318 △2,230 67 5,342

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △171 △423 △613 △327 △782

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(百万円) 3,484 8,009 7,040 3,888 10,419

従業員数 
〔外、平均臨時 
雇用者数〕 

(人) 
970 

〔343〕
921

〔343〕
912

〔345〕
937 

〔344〕
888

〔338〕

(2) 提出会社の経営指標等     

売上高 (百万円) 34,015 37,337 37,644 73,921 80,956

経常利益 (百万円) 1,110 1,246 599 2,774 3,155

中間(当期)純利益 (百万円) 830 4,867 312 1,686 5,943

資本金 (百万円) 3,622 3,622 3,622 3,622 3,622

発行済株式総数 (株) 38,419,200 57,628,800 56,682,300 57,628,800 56,682,300

純資産額 (百万円) 24,916 31,349 30,054 27,096 31,845

総資産額 (百万円) 40,629 49,455 46,538 44,326 52,213

１株当たり配当額 (円) 4.00 4.00 4.00 8.00 12.00

自己資本比率 (％) 61.3 63.4 64.5 61.1 61.0

従業員数 
〔外、平均臨時 
雇用者数〕 

(人) 
679 

〔129〕
672

〔149〕
663

〔150〕
674 

〔130〕
650

〔140〕



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容についての重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

  

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年８月31日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は〔 〕内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

２ 従業員数は、当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含んでおりま

す。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年８月31日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は〔 〕内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

２ 従業員数は、当社から他社への出向者を含んでおりません。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

繊維製品の製造販売関連事業 789〔162〕

その他の事業 123〔183〕

合計 912〔345〕

従業員数(人) 663〔150〕



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益が高水準で推移する中、設備投資は引き続き増加し、景気

は緩やかに拡大いたしました。一方、個人消費につきましては、家計部門の所得に伸び悩みが見られるなど、やや

弱含みで推移いたしました。 

当社を取り巻く環境につきましては、春先の天候不順や梅雨明けの遅れなどによる衣料品需要の伸び悩みや、小

売市場における専門店シェアの増大などによる小売業界の販売競争の激化の影響を受け、全般的に厳しい状況とな

りました。また、原料価格の高騰や中国生産における人件費の増加などコストアップ要因も多く企業間競争はさら

に厳しさを増しました。 

このような状況のもと、当社グループといたしましては、マーケット情報の収集分析によりトレンド変化への迅

速な対応を図りながら、商品の上質化、新鮮さの訴求で商品価値を高め、お客様に満足していただける商品提案に

努めてまいりました。また、多品種少ロット・短納期化ニーズへの対応を図る中、素材や、主たる調達先である中

国における生産工場での品質管理も一段と重視し、高レベルで安定した品質の商品を提供してまいりました。 

この結果、当中間連結会計期間における連結売上高は40,314百万円（前年同期比0.6％増）となりました。連結経

常利益につきましては、販売費及び一般管理費が原油価格の高止まりなどの影響を受けて物流費を中心に増加した

こと、また、8月の急激な円高の進行により為替予約取引の一部について評価損が発生したことなどにより756百万

円（前年同期比45.6％減）、連結中間純利益につきましては802百万円（前年同期比82.9％減）となりました。な

お、連結中間純利益におきまして、前年同期比で大幅な減益の要因は、前中間連結会計期間に固定資産売却益7,185

百万円を特別利益に計上したことなどによるものであります。 

  

当中間連結会計期間の事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

繊維製品の製造販売関連事業 

アパレル分野におきましては、主力の婦人服・婦人洋品において、チュニックやワンピースなどトレンドアイテ

ムを中心とした商品の販売が専門店チェーンなどに好調に推移したことや、相手先のニーズに即応した企画提案型

OEMが拡大できたことなどにより前年同期比増収となりました。 

また、テキスタイル分野におきましては、オリジナル素材による新製品の開発強化を図るとともに、欧米の高級

ブランドへの拡販やOEM製品事業の推進などにより前年同期比増収となりました。 

以上により、当セグメントの売上高は38,157百万円（前年同期比0.7%増）となり、営業利益は783百万円（前年同

期比31.7%減）となりました。 

  

その他の事業 

その他の事業につきましては、売上の主要部分を占める合成樹脂原料等の販売部門において、家電製品向けの合

成樹脂原料や化成品の販売が拡大できたものの、不動産賃貸部門における収益物件の売却に伴う賃貸収入の低下な

どにより、当セグメントの売上高は2,156百万円（前年同期比0.2%減）、営業利益は59百万円（前年同期比37.9%

減）となりました。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ3,378百万

円（32.4％）減少の7,040百万円となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間における営業活動により支出した資金は、税金等調整前中間純利益が1,358百万円となりまし

たが、売上債権が減少する一方で、仕入債務の減少や法人税等の支払などにより、全体では545百万円となりました

（前中間連結会計期間は1,232百万円の収入）。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間における投資活動により支出した資金は、有形固定資産の売却による収入もありましたが、

投資有価証券の取得による支出などにより2,230百万円となりました（前中間連結会計期間は3,318百万円の収

入）。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間における財務活動により支出した資金は、自己株式の取得や配当金の支払などにより613百万

円となり、前中間連結会計期間と比較して190百万円（45.0％）の増加となりました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

(注) １ 金額は製造原価であります。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 仕入実績 

当中間連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 受注状況 

該当事項はありません。 

  

(4) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

繊維製品の製造販売関連事業 554 ＋5.7 

その他の事業 ― ― 

合計 554 ＋5.7 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

繊維製品の製造販売関連事業 28,605 ＋0.4 

その他の事業 2,163 ＋2.5 

合計 30,769 ＋0.6 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

繊維製品の製造販売関連事業 38,157 ＋0.7 

その他の事業 2,156 △0.2 

合計 40,314 ＋0.6 

相手先 
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％) 

㈱しまむら 6,162 15.4 6,391 15.9



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた

課題はありません。 

  

株式会社の支配に関する基本方針 

Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

   当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、株主の皆さまをはじめ当社の従業員、取引先など当社

を支える様々なステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、中長期的な視野のもと当社の企業価値ひいては株主

共同の利益を 大化させる者でなければならないと考えます。 

   当社の企業価値ひいては株主共同の利益を 大化させる具体的な施策として、当社は、 新のトレンドを取り入れ

消費者ニーズに即応した商品開発力の強化、当社主導による企画提案型のOEM(相手先ブランドによる販売)対応力の

強化、多品種少ロット・短納期化ニーズへの対応、在庫回転率の向上や組織のスリム化、中国への生産シフトなど多

岐に亘る施策を実施し、強固な収益基盤を築くことにより、安定的な配当及び業績に応じた増配・自己株式取得など

の積極的な株主還元を行ってまいりました。 

   企業価値ひいては株主共同の利益の向上を目指す当社の経営にあたっては、専門性の高い業務知識や経営ノウハウ

を備えた者が取締役に就任して、中長期的な視野のもと財務及び事業の方針の決定につき重要な職務を担当するとと

もに、前記ステークホルダーとの間に築かれた信頼関係を十分理解したうえで、上記のような具体的な施策を実行す

ることなくしては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の維持向上を適正に判断することはできないものと考え

ております。 

Ⅱ．当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み 

   当社は、会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組みとして、上記Ⅰで記載した多岐に亘る企業価値ひ

いては株主共同の利益を 大化させるための具体的な施策を実施しております。 

また、企業価値の継続的な向上を目指す中で、経営哲学、経営理念を踏まえた企業倫理に基づく社会的責任を果た

すことを経営の重要課題として認識し、経営の意思決定と業務執行において、迅速性、効率性、適法性、透明性の確

保と追求に努め、コーポレートガバナンスの強化充実を図っております。 

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

１ 当社株式の大規模買付行為への対応方針（以下、「本対応方針」といいます。）の内容 

（概要は資料１のとおりです。） 

(1) 本対応方針の目的 

当社株主の皆さまに大規模買付行為に関する適切な判断を行っていただくため、大規模買付行為についての

情報の収集と代替案提示の機会の確保を目的とします。 

(2) 対象となる大規模買付行為 

本対応方針の対象となる大規模買付行為とは、特定株主グループ(注１)の議決権割合(注２)を20％以上とす

ることを目的とする当社株券等(注３)の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以

上となる当社株券等の買付行為(いずれについても、あらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市

場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。)とします。 



注１：特定株主グループとは、 

(ⅰ)当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27

条の23第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)及びその共同保有者

(同法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる

者を含みます。以下同じとします。) 

または、 

(ⅱ)当社の株券等(同法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の２第

１項に規定する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含みます。)を行う者

及びその特別関係者(同法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。以下同じとしま

す。) 

を意味します。 

注２：議決権割合とは、 

(ⅰ)特定株主グループが、注１の(ⅰ)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合(同法第27条の23第４

項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株

券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。)も計算上考慮されるも

のとします。) 

または、 

(ⅱ)特定株主グループが、注１の(ⅱ)記載の場合は、当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券等所

有割合(同法第27の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいいます。 

各議決権割合の算出に当たっては、議決権の数(同法第27条の２第８項に規定するものをいいま

す。)及び発行済株式の総数(同法第27条の23第４項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告

書、半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができる

ものとします。 

注３：株券等とは、 

金融商品取引法第27条の２第１項または同法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します。 

(3) 大規模買付ルールの内容 

当社取締役会は、大規模買付行為が以下に定める大規模買付ルールに従って行われることにより、当該大規

模買付行為についての情報収集と代替案提示の機会が確保され、ひいては当社と株主共同の利益につながるこ

とが重要であると考えます。この大規模買付ルールとは、 

㋑大規模買付者は、大規模買付行為に先立ち当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供しなければなら

ず、 

㋺当社取締役会が当該情報を検討するために必要である一定の評価期間が経過した後にのみ、大規模買付者は

大規模買付行為を開始することができるというものです。 

具体的には以下のとおりです。 

① 意向表明書の提出 

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社宛に、「意向表明書」をご提出いただ

くこととします。意向表明書には、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先、

提案する大規模買付行為の概要等及び大規模買付ルールを遵守する旨を示していただきます。 

② 情報の提供 

次に、大規模買付者には、当社に対して、当社株主の皆さまの判断及び取締役会の意見形成のために必要

かつ十分な情報(以下、「大規模買付情報」といいます。)を提供していただきます。その項目は以下のとお

りです。 



1. 大規模買付者及びグループの概要 

2. 大規模買付行為の目的、方法及び内容 

3. 買付価格の算定根拠及び買付資金の裏付け 

4. 大規模買付行為の完了後における当社及び当社グループの経営方針及び事業計画等 

5. 大規模買付行為の完了後における当社の従業員、取引先等利害関係者の処遇方針 

大規模買付者から大規模買付情報を提供していただくため、当社は、①の意向表明書の受領後10営業日以

内に、大規模買付者から当初提供していただくべき大規模買付情報の項目を大規模買付者に交付します。な

お、当初提供していただいた大規模買付情報だけでは不十分と認められる場合には、大規模買付者に対して

十分な大規模買付情報が揃うまで、追加的に情報提供を求めることがあります。 

大規模買付行為の提案があった事実及び大規模買付情報は、株主の皆さまの判断のために必要であると認

められる場合には、当社が適切と判断する時点で、その全部又は一部を開示します。 

③ 取締役会による検討期間 

大規模買付者は、取締役会による一定の評価期間が経過するまでの間は、大規模買付行為を開始すること

ができません。 

すなわち当社は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付情報の提供を完了した後、60日間

(対価を現金 (円貨) のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合)または90日間(その他の大規模買

付行為の場合)を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下、「取締

役会評価期間」といいます。)として与えられるべきものと考えます。 

取締役会評価期間中、当社取締役会は独立の外部専門家(財務アドバイザー、公認会計士、弁護士など)や

社外監査役の助言を受けながら、提供された大規模買付情報を十分に評価・検討し、取締役会としての意見

をとりまとめ、開示します。 

また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、取締役会と

して株主の皆さまに対し代替案を提示することもあります。 

(4) 大規模買付者に対する対抗措置 

① 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合 

大規模買付ルールは、当社の経営に影響力を持ちうる規模の当社株式等に対する買付等がなされた際に、

当社企業価値ひいては株主共同の利益を確保し向上させるという観点から、当該買付等に応じるべきか否か

を株主の皆さまが判断し、あるいは当社取締役会の意見・評価を提供し、さらには代替案を提示するために

必要な情報や時間を確保すること等を目的として導入するものです。 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合には、当社と株主共同の利益に対し回復しがたい損害を

もたらすことが明らかでない限り、当社取締役会の判断のみで大規模買付行為を阻止しようとするものでは

ありません。 

しかしながら、大規模買付ルールを遵守する場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復し難い損

害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判断した場合に

は、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に対抗措置をとることがあります。具体的には、株券等を買い

占めその株券等について当社に対して高値で買取りを要求したり、当社の経営を一時的に支配して当社の重

要な資産等を廉価に取得する等当社の犠牲の下に大規模買付者の利益を実現する経営を行うなど、当該大規

模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められるものと考えます。 



② 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

意向表明書の提出や大規模買付情報の提供をしないなど大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場

合には、当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当

等、会社法その他の法律及び当社定款により認められる対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合が

あります。 

具体的な対抗措置については、その時点で も適切と取締役会が判断したものを選択することとします。 

その具体的な内容として、新株予約権の無償割当をする場合の概要は資料２に記載のとおりですが、議決

権割合が一定割合以上の特定株主グループに属する者に新株予約権の行使を認めない旨の条件を付すること

や、新株予約権者に対して当社株式と引き換えに当社が新株予約権を取得する旨の取得条項をつけるなど、

大規模買付ルールを遵守しない者への対抗措置としての効果を勘案した行使期間及び行使条件を設けること

があります。 

また、対抗措置の発動や選択は外部専門家(財務アドバイザー、公認会計士、弁護士など)や社外監査役の

助言を受けながら、当社取締役会で決定し、適時・適切な開示を行います。 

③ 対抗措置発動の停止等について 

上記において、当社取締役会が具体的対抗措置を講ずることを決定した後、当該大規模買付者が大規模買

付行為の撤回または変更を行った場合など、対抗措置の発動が適切でないと取締役会が判断した場合、対抗

措置の発動の停止または変更を行うことがあります。例えば、対抗措置として新株予約権を無償割当する場

合において、権利の割当を受けるべき株主が確定した後に、大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変

更を行うなど対抗措置の発動が適切でないと取締役会が判断した場合には、当該新株予約権の効力発生日ま

での間は、新株予約権の無償割当を中止することとし、また、新株予約権の無償割当後においては、行使期

間開始までの間は、当該新株予約権を無償取得(当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主の皆さ

まは新株予約権を失います。)することにより対抗措置発動の停止を行うことができるものとします。 

このような対抗措置発動の停止を行う場合は、速やかな情報開示を行います。 

２ 株主及び投資家の皆さまに与える影響 

(1) 大規模買付ルールが株主及び投資家の皆さまに与える影響 

大規模買付ルールは、当社株主の皆さまが大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現

に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、さらには株主の皆さまが代替案の提示を受ける機会

を保証することを目的としています。 

これにより株主の皆さまは、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をする

ことが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につながるものと考えます。 

したがいまして、大規模買付ルールの設定は、株主及び投資家の皆さまが適切な投資判断を行う前提として適

切なものであり、株主及び投資家の皆さまの利益に資するものであると考えております。 

(2) 対抗措置発動時に株主及び投資家の皆さまに与える影響 

当社取締役会が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、上記1.(4)に記載した対抗

措置をとることを決定した場合には、法令及び当社が上場する証券取引所の上場規則等に従い、当該決定につ

いて適時・適切に開示します。 

対抗措置の発動時には、当該対抗措置の仕組み上、大規模買付者以外の株主の皆さまが、法的権利または経済

的側面において格別の損失を被るような事態は想定しておりません。 



対抗措置として新株予約権の無償割当を行う場合は、株主の皆さまは、対価を払い込みすることなく、その保

有する株式数に応じて、新株予約権が割当てられます。 

また、当社が当該新株予約権の取得の手続きを取ることを決定した場合は、大規模買付者以外の株主の皆さま

は、当社による当該新株予約権の取得の対価として当社株式を受領するため格別の不利益は発生しません。 

ただし、割当期日において名義書換未了の株主の皆さま(証券保管振替機構に対する預託を行っている株券の

株主を除きます。)に関しましては、他の株主の皆さまが当該新株予約権の無償割当を受け、当該新株予約権と

引き換えに当社株式を受領することに比して、結果的にその法的権利または経済的側面において不利益が発生

する可能性があります。 

(3) 対抗措置発動の停止等について 

当該新株予約権の無償割当を受けるべき株主が確定した後(権利落ち日以降)に、当社取締役会が当該新株予約

権の発行を中止または発行した新株予約権の無償取得を行う場合には、１株当たりの株式の価値の希釈化は生

じなくなることとなるため、当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主または投

資家の皆さまは、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。 

(4) 対抗措置発動に伴って株主の皆さまに必要となる手続き 

対抗措置として、新株予約権の無償割当が行われる場合には、株主の皆さまは引受けの申込みを要することな

く新株予約権が割当てられます。新株予約権の行使により株式を取得するために一定の金額の払込みをしてい

ただく必要がある場合がございますが、当社が新株予約権の取得の手続きをとった場合には、新株予約権の行

使価格相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することに

なるため、申込みや払込み等の手続きは必要となりません。 

また名義書換未了の株主の皆さまに関しましては、当該新株予約権を取得するためには、別途当社取締役会が

決定し公告する新株予約権の割当期日までに、名義書換を完了していただく必要があります。(証券保管振替機

構に対する預託を行っている株券については、名義書換手続きは不要です。) 

これらの手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権の無償割当を行うことになった際に、法令及び当社

が上場する証券取引所の上場規則等に従い、当該決定について適時・適切に開示します。 

３ 本対応方針の発効日及び有効期限等 

本対応方針は、平成19年４月12日に開催された当社取締役会の決議をもって同日より発効し、有効期限は、平成

21年５月に開催される定時株主総会後に 初に開催される取締役会の終了時点までとなっております。 

本対応方針の有効期限以降、本対応方針の継続(一部修正した上での継続を含みます。)については定時株主総会

の承認を得ることとします。 

なお、当社は、関係法令等の整備状況や企業価値・株主共同の利益保護の観点を踏まえ、本対応方針の見直し

を随時行い、必要に応じて取締役会決議により本対応方針を廃止し、または変更する場合がございます。 

本対応方針の変更等がありましたら速やかに公表いたします。 



Ⅳ．本対応方針が会社支配に関する基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではないこと、会社役員の

地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由 

１ 本対応方針が会社支配に関する基本方針に沿うものであること 

本対応方針は、大規模買付行為についての情報の収集と代替案提示の機会の確保を目的として当社株式の大規模買

付行為に関するルールを設定し、大規模買付行為を行う者に対しては大規模買付ルールの遵守を求めることとし、

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合及び大規模買付ルールを遵守する場合であっても、当該大規模

買付行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取締

役会が判断した場合には、当社取締役会として一定の対抗措置を講じることを内容としております。このような本

対応方針は会社支配に関する基本方針に沿うものであると考えます。 

２ 本対応方針が当社株主の共同の利益を損なうものではないこと 

本対応方針における大規模買付ルールは、当社株主の皆さまが大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必

要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、さらには株主の皆さまが代替案の提示を

受ける機会を保証することを目的としています。これにより株主の皆さまは、十分な情報のもとで、大規模買付行

為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利

益の保護につながるものと考えます。 

３ 本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと 

当社取締役会は、当社の株式の大規模な買付行為が開始された場合において、それを受け入れるかどうかは、 終

的には、当社株主の皆さまの判断に委ねられるべきものとの考えております。本対応方針は、大規模買付行為につ

いての情報の収集と代替案提示の機会の確保を目的として、当社株式の大規模買付に関するルールを設定してお

り、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合には、当社と株主共同の利益に対し回復し難い損害をもたら

すことが明らかでない限り、当社取締役会の判断のみで大規模買付行為を阻止しようとするものではありません。

このような本対応方針は当社役員の地位の維持を目的とするものではないものと考えます。 

  

（資料１） 

本対応方針の概要 



（資料２） 

新株予約権発行の概要 

  

1. 新株予約権割当の対象となる株主及び発行条件 

当社取締役会で定める割当期日における 終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、その

所有する当社普通株式(但し、当社の所有する当社普通株式を除く。)１株につき１個の割合で新たに払込みをすることな

く新株予約権を割当てる。 

  

2. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の総数は、当社取締役会が基準

日として定める日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式(当社の所有する当社普通株式を除く。)

の総数を減じた株式数を上限とする。新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は１株とする。但し、当社が株式分割

または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。 

  

3. 発行する新株予約権の総数 

新株予約権の発行総数は、当社取締役会が別途定める数とする。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当を

行うことがある。 

  

4. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(払込みをなすべき額) 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(払込みをなすべき額)は１円以上で当社取締役会が定める額とす

る。 

  

5. 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 

  

6. 新株予約権の行使条件 

本対応方針の発効日以降に議決権割合が20％以上となったことのある特定株主グループに属する者(但し、あらかじめ当

社取締役会が同意した者を除く。)でないこと等を行使の条件として定めるものとする。詳細については、当社取締役会が

別途定めるものとする。 

  

7. 新株予約権の行使期間等 

新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項については、当社取締役会が別途定

めるものとする。なお、取得条項については、上記6.の行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有

する新株予約権を当社が取得し、新株予約権１個につき当社取締役会が別途定める株数の当社普通株式を交付することが

できる旨の条項を定めることがある。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間の主要な設備の異動は次のとおりであります。 

国内子会社 

売却 

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設 

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

会社名 事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの名称 設備の内容

帳簿価額(百万円) 従業
員数 
(人) 建物及び

構築物 
機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡) 合計 

ティー・ティ
ー・シー㈱ 

トラストパーク栄中央 
(名古屋市中区) その他の事業 賃貸駐車場 20 10

801
(0) 831 - 

会社名 事業の種類別 
セグメントの名称 設備の内容 

投資予定額

資金調達方法 取得年月日 
総額(百万円) 既支払額(百万円)

ティー・ティ
ー・シー㈱ その他の事業 賃貸マンション 

(名古屋市千種区) 380 10 自己資金 平成19年12月



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行しております。 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 120,000,000

計 120,000,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年８月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年11月19日) 

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名 

内容 

普通株式 56,682,300 同左 
東京証券取引所市場第一部
名古屋証券取引所市場第一部 

― 

計 56,682,300 同左 ― ― 

  中間会計期間末現在
(平成19年8月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成19年10月31日) 

新株予約権の数(個) 
Aプラン   35
Bプラン   45 

(注)１ 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 
Aプラン   35,000
Bプラン   45,000 

同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり  1 同左 

新株予約権の行使期間 

Aプラン  平成19年6月23日～
      平成26年6月22日 
Bプラン  平成19年6月23日～ 
      平成39年6月22日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本 
組入額(円) 

発行価格  1
資本組入額  (注)２ 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは
取締役会の承認を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 

(注)４ 同左 

新株予約権の取得条項に関する事項 (注)５ 同左 



(注)１ 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。 

新株予約権発行日(以下「発行日」という)後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行なう場合には、次の算式に

より付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新

株予約権について行なわれ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。 
  

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 
  

また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行なう場合、株式の無償割

当を行なう場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合

理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。 

   ２ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、新株予約権の行使に際して出資された財

産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。残額は資本準

備金に組み入れるものとする。 

   ３ ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、Aプランを当社取締役在任中に限り行使すること

ができるものとする。また、Bプランを当社取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から10日間

に限り行使することができるものとする。 

② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)、(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約

権を行使することができる。 

 (ア) 新株予約権者が、Bプランにおいて、平成38年6月22日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成38年6月

23日以降新株予約権を行使することができるものとする。 

 (イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株

式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10

日間とする。 

③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。 

④ その他の条件については、株主総会の承認および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役

との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。 

   ４ 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、

当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 

① 合併(当社が消滅する場合に限る) 

      合併後存続する株式会社、または合併により設立する株式会社 

② 吸収分割 

      吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 

③ 新設分割 

      新設分割により設立する株式会社 

④ 株式交換 

      株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 

⑤ 株式移転 

      株式移転により設立する株式会社 

   ５ ① 新株予約権者が新株予約権を喪失した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。 

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交

換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得

することができる。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 

(百万円) 

平成19年８月31日 ― 56,682 ― 3,622 ― 4,148



(5) 【大株主の状況】 

平成19年８月31日現在 

(注) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井アセット信託銀行再信託分・CMTBエクイティインベストメンツ株式会社信

託口)の所有株式の議決権行使の指図権は、信託契約上、中央三井信託銀行株式会社の全額出資子会社であるCMTBエクイティ

インベストメンツ株式会社に留保されております。 

  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年８月31日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が２千株含まれております。 

２ 「完全議決権株式(その他)」の議決権の数には、証券保管振替機構名義の株式(議決権２個)は含まれておりません。 

３ 「単元未満株式」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式920株及び当社保有の自己株式278株がそれぞれ含まれて

おります。 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

株式会社旭洋興産 
名古屋市天白区表山１―１―２
八事表山シティハウス301号 

14,660 25.86

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町２―11―３ 1,386 2.44

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２―７―１ 1,291 2.27

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１―13―１ 1,200 2.11

日本トラスティ・サービス信託 
銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１―８―11 1,115 1.96

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１―６―６ 1,029 1.81

滝  茂 夫 名古屋市千種区 732 1.29

シージーエムエル アイピービー 
カスタマー コラテラル アカウント 
(常任代理人 シティバンク銀行株式
会社) 

CITIGROUP CENTRE,CANADA SQUARE,
CANARY WHARF,LONDON E14 5LB 
(東京都品川区東品川２―３―14) 
  

670 1.18

日本トラスティ・サービス信託 
銀行株式会社(信託口４) 

東京都中央区晴海１―８―11 658 1.16

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社 
(三井アセット信託銀行再信託分・
CMTBエクイティインベストメンツ 
株式会社信託口) 

東京都中央区晴海１―８―11 600 1.05

計 ― 23,343 41.18

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 515,000

― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

55,754,000 
55,752 ― 

単元未満株式 
普通株式 

413,300 
― ― 

発行済株式総数 56,682,300 ― ― 

総株主の議決権 ― 55,752 ― 



② 【自己株式等】 

平成19年８月31日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

役職の異動 

  

  

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 

(株) 

他人名義
所有株式数 

(株) 

所有株式数
の合計(株) 

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
タキヒヨー株式会社 

名古屋市中区丸の内 
二丁目20番19号 

515,000 ― 515,000 0.91

計 ― 515,000 ― 515,000 0.91

月別 平成19年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

高(円) 605 609 611 591 577 547

低(円) 555 534 568 561 519 452

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

取締役 
百貨店事業部長兼 
AKNYブランド長 

取締役 
百貨店事業部長兼AKNY
ブランド長兼企画室長 

滝 祥夫 平成19年6月1日

取締役 テキスタイル事業部長 取締役 
テキスタイル事業部長兼
テキスタイル企画開発室長 

滝 一夫 平成19年10月1日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成18年３月１日から平成18年８月31日まで)は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間(平成19年３月１日から平成19年８月31日まで)は、改正後の中間連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成18年３月１日から平成18年８月31日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間(平成19年３月１日から平成19年８月31日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成18年３月１日から平成18年８月31日ま

で)の中間連結財務諸表及び前中間会計期間(平成18年３月１日から平成18年８月31日まで)の中間財務諸表について、

並びに、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づき、当中間連結会計期間(平成19年３月１日から平成19年８月

31日まで)の中間連結財務諸表及び当中間会計期間(平成19年３月１日から平成19年８月31日まで)の中間財務諸表につ

いて、新日本監査法人により中間監査を受けております。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年８月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金 ※２   8,059 7,348   10,469 

２ 受取手形及び 
  売掛金 

    18,930 18,742   21,334 

３ たな卸資産     3,482 3,957   4,470 

４ その他     1,567 946   886 

５ 貸倒引当金     △9 △11   △13 

流動資産合計     32,030 60.5 30,983 61.2   37,146 66.7

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産           

１ 建物及び 
  構築物 

※１   1,684 1,429   1,429 

２ 土地     3,652 2,526   3,328 

３ その他 ※１   882 926   903 

有形固定資産 
合計 

    6,219 11.7 4,882 9.6   5,661 10.2

(2) 無形固定資産     145 0.3 127 0.3   136 0.2

(3) 投資その他の 
  資産 

          

１ 投資有価証券     13,546 13,540   11,683 

２ 長期差入 
  保証金 

    505 574   541 

３ 保険積立金     130 136   134 

４ その他     616 637   635 

５ 貸倒引当金     △209 △225   △219 

投資その他の 
資産合計 

    14,588 27.5 14,663 28.9   12,774 22.9

固定資産合計     20,954 39.5 19,672 38.8   18,572 33.3

資産合計     52,984 100.0 50,656 100.0   55,719 100.0

            



  

    
前中間連結会計期間末 
(平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年８月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形及び 
  買掛金 

※２   11,133 11,548   13,137 

２ 短期借入金     270 275   140 

３ 未払金     1,696 1,844   2,132 

４ 未払法人税等     2,920 512   2,439 

５ 賞与引当金     166 164   168 

６ 返品調整引当金     139 93   107 

７ その他     449 1,246   569 

流動負債合計     16,776 31.7 15,685 31.0   18,693 33.6

Ⅱ 固定負債           

１ 退職給付引当金     1,044 851   879 

２ 役員退職慰労 
  引当金 

    238 263   257 

３ その他     1,624 1,138   1,822 

固定負債合計     2,907 5.5 2,253 4.4   2,959 5.3

負債合計     19,683 37.2 17,938 35.4   21,652 38.9

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金     3,622 6.8 3,622 7.2   3,622 6.5

２ 資本剰余金     4,150 7.8 4,148 8.2   4,148 7.4

３ 利益剰余金     22,351 42.2 23,401 46.2   23,051 41.4

４ 自己株式     △409 △0.7 △300 △0.6   △5 △0.0

株主資本合計     29,714 56.1 30,871 61.0   30,817 55.3

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金 

    3,135 5.9 2,062 4.1   2,962 5.3

２ 繰延ヘッジ損益     440 0.8 △306 △0.6   258 0.5

３ 土地再評価 
  差額金 

    △45 △0.1 △40 △0.1   △40 △0.1

４ 為替換算調整 
  勘定 

    △16 △0.0 13 0.0   △1 △0.0

評価・換算差額 
等合計 

    3,515 6.6 1,728 3.4   3,179 5.7

Ⅲ 新株予約権     ― ― 40 0.1   ― ―

Ⅳ 少数株主持分     71 0.1 77 0.1   69 0.1

純資産合計     33,300 62.8 32,718 64.6   34,066 61.1

負債 
純資産合計 

    52,984 100.0 50,656 100.0   55,719 100.0

            



② 【中間連結損益計算書】 

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     40,059 100.0 40,314 100.0   86,191 100.0

Ⅱ 売上原価     31,555 78.8 31,822 78.9   68,358 79.3

売上総利益     8,503 21.2 8,492 21.1   17,833 20.7

返品調整引当金 
繰入差額 

    △7 △0.0 △14 △0.0   △39 △0.0

(差引)売上総利益     8,510 21.2 8,506 21.1   17,872 20.7

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

          

１ 運賃及び 
  物流諸掛 

  1,901   2,131 4,198   

２ 広告宣伝及び 
  販売促進費 

  156   173 356   

３ 貸倒引当金 
  繰入額 

  ―   3 2   

４ 給料諸手当   2,300   2,310 4,594   

５ 賞与金   413   472 730   

６ 福利厚生費   506   525 971   

７ 賞与引当金 
  繰入額 

  142   142 143   

８ 退職給付費用   285   278 566   

９ 役員退職慰労 
  引当金繰入額 

  17   8 36   

10 旅費交通費   353   346 717   

11 通信費   137   132 273   

12 賃借料   459   509 937   

13 減価償却費   80   85 156   

14 その他   507 7,262 18.1 534 7,654 19.0 974 14,661 17.0

営業利益     1,248 3.1 851 2.1   3,210 3.7

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   18   70 75   

２ 受取配当金   77   51 109   

３ 不動産賃貸料   30   18 50   

４ 為替差益   43   19 9   

５ 投資有価証券 
  持分利益 

  ―   28 ―   

６ 雑収入   82 252 0.6 63 250 0.6 165 410 0.5

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   84   93 198   

２ 不動産賃貸費用   10   7 17   

３ デリバティブ 
  評価損 

  ―   232 ―   

４ 雑損失   15 110 0.2 11 345 0.8 40 257 0.3

経常利益     1,390 3.5 756 1.9   3,364 3.9

            



  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅵ 特別利益           

１ 投資有価証券 
  売却益 

  ―   42 13   

２ 固定資産売却益 ※１ 7,185   649 7,272   

３ 貸倒引当金 
  戻入益 

  19   ― ―   

４ その他の 
  特別利益 

  0 7,204 18.0 0 691 1.7 0 7,285 8.5

Ⅶ 特別損失           

１ 投資有価証券 
  評価損 

  63   85 63   

２ 固定資産売却損 ※２ 1   0 46   

３ 固定資産除却損 ※３ 8   1 48   

４ 長期前払費用 
  除却損 

  ―   ― 2   

５ 減損損失 ※４ 517   ― 560   

６ その他の 
  特別損失 

  39 630 1.6 2 90 0.2 48 770 0.9

税金等調整前 
中間(当期) 
純利益 

    7,964 19.9 1,358 3.4   9,879 11.5

法人税、住民税 
及び事業税 

  2,867   489 3,056   

法人税等調整額   399 3,267 8.2 58 547 1.4 790 3,846 4.5

少数株主利益     4 0.0 7 0.0   3 0.0

中間(当期) 
純利益 

    4,692 11.7 802 2.0   6,029 7.0

            



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日) 

  

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年２月28日残高(百万円) 3,622 4,149 19,306 △119 26,958 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当     △228   △228 

 役員賞与     △35   △35 

 中間純利益     4,692   4,692 

 自己株式の取得       △291 △291 

 自己株式の処分   0   0 1 

 土地再評価差額金の取崩     △1,383   △1,383 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)           

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― 0 3,045 △290 2,755 

平成18年８月31日残高(百万円) 3,622 4,150 22,351 △409 29,714 

  

評価・換算差額等 

少数株主 
持分 純資産合計その他 

有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

土地再評価
差額金 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成18年２月28日残高(百万円) 3,636 - △1,429 △4 2,203 66 29,228 

中間連結会計期間中の変動額               

 剰余金の配当             △228 

 役員賞与             △35 

 中間純利益             4,692 

 自己株式の取得             △291 

 自己株式の処分             1 

 土地再評価差額金の取崩     1,383   1,383   ― 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) △500 440   △12 △71 4 △66 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △500 440 1,383 △12 1,311 4 4,072 

平成18年８月31日残高(百万円) 3,135 440 △45 △16 3,515 71 33,300 



当中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

  

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年２月28日残高(百万円) 3,622 4,148 23,051 △5 30,817 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当     △453   △453 

 中間純利益     802   802 

 自己株式の取得       △295 △295 

 自己株式の処分       0 0 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)           

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― ― 349 △295 54 

平成19年８月31日残高(百万円) 3,622 4,148 23,401 △300 30,871 

  

評価・換算差額等 

新株予約権
少数株主 
持分 純資産合計その他

有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

土地再評価
差額金 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成19年２月28日残高(百万円) 2,962 258 △40 △1 3,179 ― 69 34,066 

中間連結会計期間中の変動額                 

 剰余金の配当               △453 

 中間純利益               802 

 自己株式の取得               △295 

 自己株式の処分               0 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) △900 △565   15 △1,450 40 7 △1,402 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △900 △565 ― 15 △1,450 40 7 △1,348 

平成19年８月31日残高(百万円) 2,062 △306 △40 13 1,728 40 77 32,718 



前連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

  

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年２月28日残高(百万円) 3,622 4,149 19,306 △119 26,958 

連結会計年度中の変動額           

 剰余金の配当     △455   △455 

 役員賞与     △35   △35 

 当期純利益     6,029   6,029 

 自己株式の取得       △293 △293 

 自己株式の処分   0   1 2 

 自己株式の消却   △1 △405 406 ― 

 土地再評価差額金の取崩     △1,388   △1,388 

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)           

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

― △1 3,745 114 3,858 

平成19年２月28日残高(百万円) 3,622 4,148 23,051 △5 30,817 

  

評価・換算差額等 

少数株主 
持分 純資産合計その他 

有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

土地再評価
差額金 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成18年２月28日残高(百万円) 3,636 ― △1,429 △4 2,203 66 29,228 

連結会計年度中の変動額               

 剰余金の配当             △455 

 役員賞与             △35 

 当期純利益             6,029 

 自己株式の取得             △293 

 自己株式の処分             2 

 自己株式の消却             ― 

 土地再評価差額金の取崩     1,388   1,388   ― 

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) △673 258   2 △412 3 △409 

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

△673 258 1,388 2 976 3 4,838 

平成19年２月28日残高(百万円) 2,962 258 △40 △1 3,179 69 34,066 



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日)

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

１ 税金等調整前中間 
  (当期)純利益 

 7,964 1,358 9,879

２ 減価償却費  118 119 238

３ 減損損失  517 ― 560

４ 貸倒引当金の増減額 
  (△は減少) 

 △28 3 △14

５ 賞与引当金の増減額 
  (△は減少) 

 △0 △3 1

６ 返品調整引当金の減少額  △7 △14 △39

７ 退職給付引当金の減少額  △37 △28 △202

８ 受取利息及び受取配当金  △96 △122 △185

９ 支払利息  84 93 198

10 デリバティブ評価損  ― 232 ―

11 投資有価証券売却益  ― △42 △13

12 有形固定資産売却益  △7,185 △649 △7,272

13 有形固定資産売却損  0 0 46

14 有形固定資産除却損  15 12 58

15 投資有価証券評価損  63 85 63

16 売上債権の増減額 
  (△は増加) 

 1,171 2,593 △1,231

17 たな卸資産の増減額 
  (△は増加) 

 467 513 △520

18 仕入債務の増減額 
  (△は減少) 

 △558 △1,588 1,444

19 役員賞与の支払額  △35 ― △35

20 その他  △436 △752 499

小計  2,017 1,811 3,477

21 利息及び配当金の受取額  79 93 173

22 利息の支払額  △81 △86 △202

23 法人税等の支払額  △782 △2,364 △1,479

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 1,232 △545 1,969



  

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日)

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

１ 定期預金の預入による支出  ― △257 ―

２ 有価証券の取得による支出  △2,799 ― △3,799

３ 有価証券の償還による収入  2,799 ― 3,799

４ 有形固定資産の取得による 
  支出 

 △498 △157 △594

５ 有形固定資産の売却による 
  収入 

 8,075 1,483 8,579

６ 投資有価証券の取得による 
  支出 

 △4,557 △5,034 △5,532

７ 投資有価証券の売却による 
  収入 

 1 1,206 1,544

８ 投資有価証券の償還による 
  収入 

 ― 500 1,013

９ 投資有価証券持分の回収 
  による収入 

 310 34 313

10 貸付けによる支出  △24 △56 △36

11 貸付金の回収による収入  12 35 21

12 出資金の回収による収入  ― 16 32

13 その他  0 △0 △0

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 3,318 △2,230 5,342

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

１ 短期借入金の純増減額 
  (△は減少) 

 95 135 △35

２ 配当金の支払額  △228 △453 △455

３ 自己株式の取得による 
  支出 

 △291 △295 △293

４ その他  1 0 2

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △423 △613 △782

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 △7 11 1

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
  (△は減少) 

 4,120 △3,378 6,530

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 3,888 10,419 3,888

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

 8,009 7,040 10,419



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ 連結の範囲に関

する事項 

(1) 連結子会社の数 ８社 

  連結子会社の名称 

  ティー・エフ・シー㈱ 

  ティー・ティー・シー

㈱ 

  ㈱タキヒヨーケミカ 

  瀧兵香港有限公司 

  ㈱タキヒヨー・オペレ

ーション・プラザ 

  ㈱タキヒヨーテクニー 

  ㈱中部流通センター 

  ㈱マサキ・マツシマ・

ジャパン 

  平成18年８月25日にテ

ィー・ティー・シー㈱

(存続会社)と東海寝装

㈱及び㈱キンヨーファ

ブリックが合併しまし

た。 

  平成18年８月25日に㈱

マサキ・マツシマ・ジ

ャパン(存続会社)と㈱

インターファッション

が合併しました。 

(1) 連結子会社の数 ８社 

  連結子会社の名称 

  ティー・エフ・シー㈱ 

  ティー・ティー・シー

㈱ 

  ㈱タキヒヨーケミカ 

  瀧兵香港有限公司 

  ㈱タキヒヨー・オペレ

ーション・プラザ 

  ㈱タキヒヨーテクニー 

  ㈱中部流通センター 

  ㈱マサキ・マツシマ・

ジャパン 

   

   

(1) 連結子会社の数 ８社 

  連結子会社の名称 

  ティー・エフ・シー㈱ 

  ティー・ティー・シー

㈱ 

  ㈱タキヒヨーケミカ 

  瀧兵香港有限公司 

  ㈱タキヒヨー・オペレ

ーション・プラザ 

  ㈱タキヒヨーテクニー 

  ㈱中部流通センター 

  ㈱マサキ・マツシマ・

ジャパン 

  平成18年８月25日にテ

ィー・ティー・シー㈱

(存続会社)と東海寝装

㈱及び㈱キンヨーファ

ブリックが合併しまし

た。 

  平成18年８月25日に㈱

マサキ・マツシマ・ジ

ャパン(存続会社)と㈱

インターファッション

が合併しました。 

  (2) 主要な非連結子会社の

名称 

  TAKIHYO ITALIA S.P.A. 

(2) 主要な非連結子会社の

名称 

  TAKIHYO ITALIA S.R.L. 

  TAKIHYO ITALIA S.R.L.

は平成19年6月6日付で

TAKIHYO ITALIA S.P.A.

より会社形態及び商号

の変更をしておりま

す。 

(2) 主要な非連結子会社の

名称 

  TAKIHYO ITALIA S.P.A. 

  (3) 非連結子会社について

連結の範囲から除いた

理由 

  非連結子会社１社は、

小規模会社であり、合

計の総資産、売上高、

中間純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等は

いずれも中間連結財務

諸表に重要な影響を及

ぼしていないためであ

ります。 

(3) 非連結子会社について

連結の範囲から除いた

理由 

同左 

(3) 非連結子会社について

連結の範囲から除いた

理由 

  非連結子会社１社は、

小規模会社であり、合

計の総資産、売上高、

当期純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等は

いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼし

ていないためでありま

す。 



  

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

２ 持分法の適用に

関する事項 

(1) 持分法適用会社の数 

０社 

(1) 持分法適用会社の数 

０社 

(1) 持分法適用会社の数 

０社 

  (2) 持分法を適用しない主

要な非連結子会社の名

称 

  TAKIHYO ITALIA S.P.A. 

(2) 持分法を適用しない主

要な非連結子会社の名

称 

  TAKIHYO ITALIA S.R.L. 

  TAKIHYO ITALIA S.R.L.

は平成19年6月6日付で

TAKIHYO ITALIA S.P.A.

より会社形態及び商号

の変更をしておりま

す。 

(2) 持分法を適用しない主

要な非連結子会社の名

称 

  TAKIHYO ITALIA S.P.A. 

  (3) 非連結子会社について

持分法の適用範囲から

除いた理由 

  持分法を適用していな

い非連結子会社１社

は、中間連結純損益及

び連結利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても

重要性がないためであ

ります。 

(3) 非連結子会社について

持分法の適用範囲から

除いた理由 

同左 

(3) 非連結子会社について

持分法の適用範囲から

除いた理由 

  持分法を適用していな

い非連結子会社1社は、

連結純損益及び連結利

益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ

全体としても重要性が

ないためであります。 

３ 連結子会社の(中

間)決算日等に関

する事項 

連結子会社のうち、瀧兵香

港有限公司の中間決算日は

６月 30日であります。な

お、決算日の差異が３ヶ月

を超えないため、当該中間

決算日に係る財務諸表を連

結しており、中間連結決算

日との間に重要な取引が生

じた場合には、連結上必要

な調整を行うことにしてお

ります。他の連結子会社の

中間決算日と中間連結決算

日は一致しております。 

同左 連結子会社のうち、瀧兵香

港有限公司の決算日は12月

31日であります。なお、決

算日の差異が３ヶ月を超え

ないため、当該決算日に係

る財務諸表を連結してお

り、連結決算日との間に重

要な取引が生じた場合に

は、連結上必要な調整を行

うことにしております。他

の連結子会社の事業年度末

日と連結決算日は一致して

おります。 

４ 会計処理基準に

関する事項 

 (1) 重要な資産の

評価基準及び

評価方法 

(a) たな卸資産 

  商品 

   主として移動平均法

による低価法 

  製品・仕掛品・原材料 

   主として個別原価法

による原価法 

(a) たな卸資産 

  商品 

同左 

  

  製品・仕掛品・原材料 

同左 

(a) たな卸資産 

  商品 

同左 

  

  製品・仕掛品・原材料 

同左 

    貯蔵品 

   終仕入原価法によ

る原価法 

  貯蔵品 

同左 

  貯蔵品 

同左 



  

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

  (b) 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間決算期末日の

市場価格等に基づ

く時価法(評価差額

は全部純資産直入

法により処理し、

売却原価は移動平

均法により算定) 

(b) 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

(b) 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算期末日の市場

価格等に基づく時

価法(評価差額は全

部純資産直入法に

より処理し、売却

原価は移動平均法

により算定) 

     時価のないもの 

    移動平均法による

原価法 

   時価のないもの 

同左 

   時価のないもの 

同左 

  (c) デリバティブ 

  時価法 

(c) デリバティブ 

同左 

(c) デリバティブ 

同左 

 (2) 重要な減価償

却資産の減価

償却の方法 

(a) 有形固定資産 

  定率法 

  なお、耐用年数及び残

存価額については、法

人税法に規定する方法

と同一の基準によって

おります。 

  但し、平成10年４月１

日以降に取得した建物

( 建 物 附 属 設 備 を 除

く。)については、定額

法を採用しておりま

す。 

(a) 有形固定資産 

同左 

(a) 有形固定資産 

同左 

    (少額減価償却資産) 

  取得価額が10万円以上

20万円未満の資産につ

いては、３年間で均等

償却する方法を採用し

ております。 

    

  (b) 無形固定資産 

  定額法 

  なお、耐用年数につい

ては、法人税法に規定

する方法と同一の基準

によっております。 

但し、ソフトウェア(自

社利用)については、社

内における利用可能期

間(５年)に基づく定額

法を採用しておりま

す。 

(b) 無形固定資産 

同左 

(b) 無形固定資産 

同左 

  (c) 長期前払費用 

  定額法 

  なお、耐用年数につい

ては、法人税法に規定

する方法と同一の基準

によっております。 

(c) 長期前払費用 

同左 

(c) 長期前払費用 

同左 



  

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

 (3) 重要な引当金
の計上基準 

(a) 貸倒引当金 
  売上債権、貸付金等の

貸倒損失に備えるた
め、一般債権について
は貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に
回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上
しております。 

(a) 貸倒引当金 
同左 

(a) 貸倒引当金 
同左 

  (b) 賞与引当金 
  従業員の賞与の支払に

備えるため、支給見込
額のうち、当中間連結
会計期間の負担額を計
上しております。 

(b) 賞与引当金 
同左 

(b) 賞与引当金 
  従業員の賞与の支払に

備えるため、支給見込
額のうち、当期の負担
額を計上しておりま
す。 

  (c) 返品調整引当金 
  タキヒヨー㈱は返品に

よる損失に備えるた
め、過去の返品率等を
勘案し、損失見込額を
計上しております。 

(c) 返品調整引当金 
同左 

(c) 返品調整引当金 
同左 

  (d) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計
年度末における退職給
付債務及び年金資産の
見込額に基づき、当中
間連結会計期間末にお
いて発生していると認
められる額を計上して
おります。 

  数理計算上の差異は、
その発生時の従業員の
平均残存勤務期間以内
の一定の年数(10年)に
よる定額法により、翌
連結会計年度から費用
処理することとしてお
ります。 

(d) 退職給付引当金 
同左 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 （追加情報） 
  タキヒヨー㈱は平成19

年9月1日付で退職給付制
度の改定を行い適格退職
年金制度及び退職一時金
制度を廃止し、新たに確
定給付企業年金制度及び
確定拠出年金制度（前払
退職金との選択制）を導
入いたします。 

  移行に伴う会計処理に
関しては、「退職給付制
度間の移行等に関する会
計処理」（企業会計基準
適 用 指 針 第 1 号）及 び
「退職給付制度間の移行
等の会計処理に関する実
務上の取扱い」（実務対
応報告第2号）を適用し
ております。 

  本移行に伴う影響は軽
微であります。 

(d) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計
年度末における退職給
付債務及び年金資産の
見込額に基づき、当連
結会計年度末において
発生していると認めら
れる額を計上しており
ます。 

  数理計算上の差異は、
その発生時の従業員の
平均残存勤務期間以内
の一定の年数(10年)に
よる定額法により、翌
連結会計年度から費用
処理することとしてお
ります。 



  

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

  (e) 役員退職慰労引当金 

  タキヒヨー㈱と㈱中部

流通センターは役員の

退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づ

く中間連結会計期間末

の要支給額を計上して

おります。 

(e) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支

払に備えるため、内規

に基づき、タキヒヨー

㈱は平成19年5月23日

（第 96期定時株主総

会）、㈱中部流通セン

ターは平成19年5月18日

（第 41期定時株主総

会）までの在任期間に

対応する要支給額を計

上しております。 

 （追加情報） 

  タキヒヨー㈱は平成19

年5月23日開催、㈱中部

流通センターは平成19年

5月18日開催の定時株主

総会終結の時をもって役

員退職慰労金制度を廃止

いたしました。 

  また、役員退職慰労金

制度廃止日までの在任期

間を対象とする退職慰労

金の打ち切り支給につい

ては、各取締役及び各監

査役の退任時に支給する

こととしております。 

  なお、タキヒヨー㈱及

び㈱中部流通センターの

株主総会において、各取

締役及び各監査役ごとの

当該退職慰労金について

の承認決議が行われてい

ないため、引き続き「役

員退職慰労引当金」とし

て計上しております。 

(e) 役員退職慰労引当金 

  タキヒヨー㈱と㈱中部

流通センターは役員の

退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上

しております。 

 (4) 重要な外貨建

の資産又は負

債の本邦通貨

への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してお

ります。なお、在外子会社

等の資産、負債、収益及び

費用は中間決算日の直物為

替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定

に含めております。 

同左 外貨建金銭債権債務は、連

結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してお

ります。なお、在外子会社

等の資産、負債、収益及び

費用は決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換

算差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定に含め

ております。 



  

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

 (5) 重要なリース

取引の処理方

法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。 

同左 同左 

 (6) 重要なヘッジ

会計の方法 

(a) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用

しております。なお、

為替予約及び通貨スワ

ップについては、振当

処理の要件を満たして

いる場合は振当処理を

採用しております。 

(a) ヘッジ会計の方法 

同左 

(a) ヘッジ会計の方法 

同左 

  (b) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段   ヘッジ対象

為替予約  
外貨建金銭
債権債務 

通貨 
スワップ 

 
外貨建金銭
債務 

(b) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

(b) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

  (c) ヘッジ方針 

  主として、当社の社内

管理規定に基づき、為

替変動リスクをヘッジ

しております。 

(c) ヘッジ方針 

同左 

(c) ヘッジ方針 

同左 

  (d) ヘッジ有効性評価の方

法 

  為替予約及び通貨スワ

ップにおいては、すべ

てが将来の実需取引に

基づくものであり、実

行の可能性が極めて高

いため有効性の判定を

省略しております。 

(d) ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

(d) ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

 (7) その他中間連

結財務諸表(連

結財務諸表)作

成のための重

要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッ

シュ・フロー計

算書(連結キャッ

シュ・フロー計

算書)における資

金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であ

り、かつ価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投

資からなっております。 

同左 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び

現金同等物)は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、

かつ価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資か

らなっております。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

―――――――――― (固定資産の減価償却方法) 

 当中間連結会計期間より、法人税

法の改正((所得税法等の一部を改正

する法律 平成19年3月30日 法律

第6号)及び(法人税法施行令の一部

を改正する政令 平成19年3月30日

政令第83号))に伴い、平成19年4月1

日以降に取得した有形固定資産の減

価償却については、改正後の法人税

法に基づく方法に変更しておりま

す。 

 なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。 

―――――――――― 

      

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間連結会計期間より「固定資

産の減損に係る会計基準」(「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」(企業会計審議会

平成14年8月9日))及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第6

号)を適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利

益が3百万円増加し、税金等調整前

中間純利益が514百万円減少してお

ります。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき当該各資産の金額から直接

控除しております。 

―――――――――― 

  

  

  

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当連結会計年度より「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成

14年8月9日))及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」(企業

会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第6号)を適用

しております。 

 これにより、営業利益及び経常利

益が12百万円増加し、税金等調整前

当期純利益が547百万円減少してお

ります。 

 また、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基

づき当該各資産の金額から直接控除

しております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響については、当該箇所に記載して

おります。 

      

―――――――――― ―――――――――― 

  

  

  

(役員賞与に関する会計基準) 

 当連結会計年度より「役員賞与に

関する会計基準」(企業会計基準委

員会 平成17年11月29日 企業会計

基準第4号)を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益は24百万

円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響については、当該箇所に記載して

おります。 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

 当中間連結会計期間より「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 平

成17年12月9日 企業会計基準第5

号)及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準委員会 平成17

年12月9日 企業会計基準適用指針

第8号)を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は32,788百万円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間末に

おける中間連結貸借対照表の純資産

の部については、改正後の中間連結

財務諸表規則により作成しておりま

す。 

―――――――――― 

  

  

  

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

(自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正) 

 当連結会計年度より「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月9日 企業会計基準第5号)及

び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月9日 企業会計基準適用指針第8

号)並びに改正後の「自己株式及び

準備金の額の減少等に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 終改

正平成18年8月11日 企業会計基準

第1号)及び「自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計基準の適用

指針」(企業会計基準委員会 終

改正平成18年8月11日 企業会計基

準適用指針第2号)を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の資本の部の合計に相

当する金額は33,737百万円でありま

す。 

 連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度末における連結貸借

対照表の純資産の部については、改

正後の連結財務諸表規則により作成

しております。 



表示方法の変更 

  

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証

券持分の回収による収入」は、前中間連結会計期間は

「その他」に含めて表示しておりましたが、重要性が

増したため区分掲記しております。 

なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「投資有価証券持分の回収による収入」は5百万円

であります。 

  

財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の

取得による支出」は、前中間連結会計期間は「その

他」に含めて表示しておりましたが、重要性が増した

ため区分掲記しております。 

なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「自己株式の取得による支出」は2百万円でありま

す。 

―――――――――― 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間末
(平成19年８月31日) 

前連結会計年度末 
(平成19年２月28日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

3,138百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

3,058百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

3,049百万円 

※２ 担保に供している資産 

   上記資産を買掛金17百万円の

担保に供しております。 

現金及び預金 50百万円

※２ 担保に供している資産 

   上記資産を買掛金12百万円の

担保に供しております。 

現金及び預金 50百万円

※２ 担保に供している資産 

   上記資産を買掛金29百万円の

担保に供しております。 

現金及び預金 50百万円



(中間連結損益計算書関係) 
  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

※１ 固定資産売却益の内容は次の

とおりであります。 

土地 7,185百万円

※１ 固定資産売却益の内容は次の

とおりであります。 

建物 6百万円

車両運搬具 0百万円

器具備品 0百万円

土地 642百万円

計 649百万円

※１ 固定資産売却益の内容は次の

とおりであります。 

建物 14百万円

土地 7,257百万円

計 7,272百万円

※２   ―――――――― ※２   ―――――――― ※２ 固定資産売却損の内容は次の

とおりであります。 

建物 9百万円

器具備品 0百万円

車両運搬具 0百万円

土地 35百万円

電話加入権 0百万円

ソフトウェア 0百万円

計 46百万円

※３ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。 

建物 5百万円

器具備品 2百万円

計 8百万円

※３ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。 

建物 1百万円

器具備品 0百万円

計 1百万円

※３ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。 

建物 45百万円

構築物 0百万円

器具備品 2百万円

水道施設利用権 0百万円

計 48百万円

※４ 減損損失の内容は次のとおり

であります。 

当中間連結会計期間において

当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計

上いたしました。 

当社グループは、管理会計上

の区分を考慮して資産グルー

プを決定しております。な

お、遊休資産及び賃貸資産に

ついては各物件を資産グルー

プとしております。 

用途 種類 場所 減損損失
(百万円)

事業用 
資産 

土地及び 
建物等 

愛知県 
一宮市 223

事業用 
資産 建物等 東京都 

渋谷区 166

賃貸資産 土地及び 
建物等 

滋賀県 
伊香郡 
高月町 

95

事業用 
資産 

土地及び 
建物等 

愛知県 
一宮市 19

賃貸資産 土地及び 
建物等 

岐阜県 
中津川市 12

計     517

※４   ―――――――― 

  

   

    

    

    

    

    

   

※４ 減損損失の内容は次のとおり

であります。 

当連結会計年度において当社

グループは以下の資産グルー

プについて減損損失を計上い

たしました。 

当社グループは、事業用資産

については管理会計上の区分

を考慮して資産グループを決

定しております。なお、遊休

資産及び賃貸資産については

各物件を資産グループとして

おります。 

地域 用途 種類 減損損失 
(百万円) 

愛知県
事業用
資産 

土地及び 
建物等 249 

賃貸資産
土地及び 
建物等 19 

東京都
事業用
資産 建物等 178 

岐阜県 賃貸資産
土地及び 
建物等 12 

滋賀県 賃貸資産
土地及び 
建物等 95 

福岡県
事業用
資産 建物等 3 

計   560 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

上記の資産グループについて

は、地価の著しい下落や営業

損益が継続してマイナスにな

っているものについて帳簿価

額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失

(517百万円)として特別損失

に計上しております。その内

訳は、建物278百万円、土地

229百万円、その他9百万円で

あります。 
  

なお、回収可能価額は正味売

却価額により算定しておりま

す。 

また正味売却価額は不動産鑑

定士による鑑定評価額、又は

路線価及び固定資産税評価額

を合理的に調整した金額に基

づいて評価しております。 

  
  

  

  

上記の資産グループについて

は、地価の著しい下落や営業

損益が継続してマイナスにな

っているものについては帳簿

価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失

(560百万円)として特別損失

に計上しております。その内

訳は、建物315百万円、土地

229百万円、その他15百万円

であります。 
  

なお、回収可能価額は正味売

却価額により算定しておりま

す。 

また正味売却価額は路線価及

び固定資産税評価額を合理的

に調整した金額に基づいて評

価しております。 



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年3月1日  至 平成18年8月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) １ 普通株式の自己株式の増加510,650株は、単元未満株式の買取りによる増加10,650株及び旧商法第211条ノ3第1項第2号の

規定に基づく自己株式の取得による増加500,000株であります。 

２ 普通株式の自己株式の減少2,780株は、単元未満株式の買増請求によるものであります。 

  

３．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 
 

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
 

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

  

  
前連結会計年度末 

(株) 
増加
(株) 

減少
(株) 

当中間連結会計期間末
(株) 

普通株式 57,628,800 ― ― 57,628,800

  
前連結会計年度末 

(株) 
増加
(株) 

減少
(株) 

当中間連結会計期間末
(株) 

普通株式（注） 446,234 510,650 2,780 954,104

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり配当額 

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年5月24日 
定時株主総会 

普通株式 228 4.00 平成18年2月28日 平成18年5月25日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成18年10月12日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 226 4.00 平成18年8月31日 平成18年11月17日



当中間連結会計期間(自 平成19年3月1日  至 平成19年8月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) １ 普通株式の自己株式の増加505,040株は、単元未満株式の買取りによる増加5,040株及び会社法第165条第2項の規定に基づ

く自己株式の取得による増加500,000株であります。 

２ 普通株式の自己株式の減少1,000株は、単元未満株式の買増請求によるものであります。 

  

３．新株予約権等に関する事項 

  

  

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

（注）1株当たり配当額は特別配当4.00円を含んでおります。 

  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

  

  
前連結会計年度末 

(株) 
増加
(株) 

減少
(株) 

当中間連結会計期間末
(株) 

普通株式 56,682,300 ― ― 56,682,300

  
前連結会計年度末 

(株) 
増加
(株) 

減少
(株) 

当中間連結会計期間末
(株) 

普通株式（注） 11,238 505,040 1,000 515,278

会社名 内訳 目的となる 
株式の種類 

目的となる株式の数（株） 当中間連結会計
期間末残高 
(百万円) 前連結会計

年度末 増加 減少
当中間連結 
会計期間末 

提出会社 
(親会社) 

ストック・オプションと
しての新株予約権 ― ― ― ― ― 40

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり配当額 

（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年5月23日 
定時株主総会 

普通株式 453 8.00 平成19年2月28日 平成19年5月24日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成19年10月15日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 224 4.00 平成19年8月31日 平成19年11月16日



前連結会計年度(自 平成18年３月１日  至 平成19年２月28日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

(注) 普通株式の発行済株式の減少946,500株は、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却によるものであります。 

  

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) １ 普通株式の自己株式の増加515,430株は、単元未満株式の買取りによる増加15,430株及び旧商法第211条ノ3第1項第2号の

規定に基づく自己株式の取得による増加500,000株であります。 

２ 普通株式の自己株式の減少950,426株は、単元未満株式の買増請求による減少3,926株及び会社法第178条の規定に基づく

自己株式の消却による減少946,500株であります。 

  

３．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

(注) １株当たり配当額は特別配当4.00円を含んでおります。 

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

次へ 

  
前連結会計年度末 

(株) 
増加
(株) 

減少
(株) 

当連結会計年度末 
(株) 

普通株式（注） 57,628,800 ― 946,500 56,682,300

  
前連結会計年度末 

(株) 
増加
(株) 

減少
(株) 

当連結会計年度末 
(株) 

普通株式（注） 446,234 515,430 950,426 11,238

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり配当額 

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年５月24日 
定時株主総会 

普通株式 228 4.00 平成18年２月28日 平成18年５月25日 

平成18年10月12日 
取締役会 

普通株式 226 4.00 平成18年８月31日 平成18年11月17日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成19年５月23日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 453 8.00 平成19年２月28日 平成19年５月24日

前中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

(平成18年８月31日) 

現金及び預金勘定 8,059百万円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△50百万円

現金及び 
現金同等物 

8,009百万円

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

(平成19年８月31日) 

現金及び預金勘定 7,348百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△307百万円

現金及び 
現金同等物 

7,040百万円

 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

(平成19年２月28日) 

現金及び預金勘定 10,469百万円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△50百万円

現金及び
現金同等物 

10,419百万円



(リース取引関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

―――――――――― 借主側 

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

―――――――――― 

  

 (注) 取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により

算定しております。 

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間
期末残高
相当額 
(百万円)

有形固定
資産 
(器具 
備品) 

7 1 6

無形固定 
資産 

(ソフト
ウエア) 

15 2 13

合計 23 3 19

   ② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

 (注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払

利子込み法により算定して

おります。 

１年内 4百万円

１年超 15百万円

合計 19百万円

  

   ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 2百万円

減価償却費 

相当額 
2百万円

  

   ④ 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。 

  



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

貸主側 

 ① リース物件の取得価額、減価

償却累計額及び中間期末残高 

貸主側 

 ① リース物件の取得価額、減価

償却累計額及び中間期末残高 

貸主側 

 ① リース物件の取得価額、減価

償却累計額及び期末残高 

  

  
取得価額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 

(百万円) 

中間 
期末残高

(百万円)

その他 
(器具 
備品) 

5 3 2

  

  取得価額
(百万円)

減価償却
累計額 

(百万円)

中間
期末残高
(百万円)

その他 
(器具 
備品) 

5 4 1

  

取得価額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
(百万円) 

期末残高
(百万円)

その他
(器具 
備品) 

5 4 1 

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

 (注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高及び見積残

存価額の残高の合計額が、

営業債権の中間期末残高等

に占める割合が低いため、

受取利子込み法により算定

しております。 

１年内 1百万円

１年超 2百万円

合計 4百万円

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

 (注)    同左 

１年内 1百万円

１年超 1百万円

合計 2百万円

 ② 未経過リース料期末残高相当

額 

 (注) 未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期

末残高及び見積残存価額の

残高の合計額が、営業債権

の期末残高等に占める割合

が低いため、受取利子込み

法により算定しておりま

す。 

１年内 1百万円

１年超 1百万円

合計 3百万円

 ③ 受取リース料及び減価償却費 

受取リース料 0百万円

減価償却費 0百万円

 ③ 受取リース料及び減価償却費 

受取リース料 0百万円

減価償却費 0百万円

 ③ 受取リース料及び減価償却費 

受取リース料 1百万円

減価償却費 1百万円

      

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失

はありません。 

  (減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失

はありません。 



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年８月31日) 

(1) その他有価証券で時価のあるもの 

  

(2) 時価評価されていない有価証券 

  

当中間連結会計期間末(平成19年８月31日) 

(1) その他有価証券で時価のあるもの 

(注) 減損処理した有価証券については減損処理後の帳簿価額を取得価額としております。なお、当中間連結会計期間における減損

処理額は54百万円であります。 

  

(2) 時価評価されていない有価証券 

  

種類 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

 ① 株式 2,378 7,565 5,186

 ② 債券  

    その他 2,900 2,834 △65

 ③ その他 2,205 2,363 158

合計 7,483 12,763 5,279

区分 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

 ① 子会社株式及び関連会社株式 33

 ② その他有価証券 

   非上場株式 186

   投資事業組合出資持分 563

合計 783

種類 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

 ① 株式 2,431 5,794 3,363

 ② 債券  

    その他 2,500 2,338 △161

 ③ その他 4,281 4,551 270

合計 9,213 12,684 3,471

区分 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

 ① 子会社株式及び関連会社株式 3

 ② その他有価証券 

   非上場株式 199

   投資事業組合出資持分 652

合計 855



前連結会計年度末(平成19年２月28日) 

(1) その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

(2) 時価評価されていない有価証券 

  

  

種類 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

 ① 株式 2,352 7,196 4,843

 ② 債券  

    その他 2,200 2,147 △52

 ③ その他 1,263 1,460 196

合計 5,816 10,804 4,987

区分 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 

 ① 子会社株式及び関連会社株式 33

 ② その他有価証券 

   非上場株式 186

   投資事業組合出資持分 658

合計 879



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年８月31日) 

当社グループが行うデリバティブ取引はすべてヘッジ会計を適用しておりますので、デリバティブ取引の契

約額等、時価及び評価損益については、開示の対象から除いております。 

  

当中間連結会計期間末(平成19年８月31日) 

取引の時価等に関する事項 

通貨関連 

（注）１．時価の算定方法 

     通貨スワップ契約を締結している取引先金融機関から提示された価額によっております。 

   ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

複合金融商品取引 

 複合金融商品全体を時価評価し、「有価証券関係」に含めて記載しております。 

  

前連結会計年度末(平成19年２月28日) 

当社グループが行うデリバティブ取引のうち、先物為替予約及び通貨スワップはヘッジ会計を適用しており

ますので、デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益については、開示の対象から除いております。複

合金融商品取引は複合金融商品全体を時価評価し、「有価証券関係」に含めて記載しております。 

  

区分 種類 
契約額等
(百万円) 

契約額等のうち1年超
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益
(百万円) 

市場取引以 
外の取引 

通貨スワップ取引 
  
 受取米ドル・支払円 

2,592 ― △232 △232



(ストック・オプション等関係) 

当中間連結会計期間(自 平成19年３月31日 至 平成19年８月31日) 

１．当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

  販売費及び一般管理費の株式報酬費用          40百万円 

  

２．ストック・オプションの内容及び規模 

（注）１ 権利行使期間において、当社取締役在任中に限り行使することができるものとする。 

  

   ２（1）権利行使期間において、当社取締役を退任した日の翌日から10日間に限り行使することができ

るものとする。 

    （2）平成38年6月22日までに権利行使日を迎えなかった場合、平成38年6月23日以降本新株予約権を

行使することができるものとする。 

    （3）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完

全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認さ

れた場合、当該承認日の翌日から10日間とする。 

  

前連結会計年度(自 平成18年３月31日 至 平成19年２月28日) 

該当事項はありません。 

  

  
タキヒヨー株式会社2007年取締役
新株予約権Aプラン 

タキヒヨー株式会社2007年取締役 
新株予約権Bプラン 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役  3名 当社取締役  7名 

株式の種類及び付与数 普通株式   35,000株 普通株式   45,000株 

付与日 平成19年6月22日 平成19年6月22日 

権利確定条件 なし なし

対象勤務期間 なし なし

権利行使期間 
平成19年6月23日から平成26年6月
22日まで   （注）１ 

平成19年6月23日から平成39年6月
22日まで   （注）２ 

権利行使価格（円） 1 1 

付与日における公正な評価 
単価（円） 

540 472 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日) 

  

  

当中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

  

  

前連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

  

  

  
繊維製品の製造 
販売関連事業 
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高     

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

37,898 2,161 40,059 ― 40,059

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― 812 812 (812) ―

計 37,898 2,973 40,872 (812) 40,059

営業費用 36,751 2,878 39,630 (818) 38,811

営業利益 1,147 95 1,242 5 1,248

  
繊維製品の製造 
販売関連事業 
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高     

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

38,157 2,156 40,314 ― 40,314

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

2 822 825 (825) ―

計 38,160 2,979 41,139 (825) 40,314

営業費用 37,377 2,920 40,297 (834) 39,463

営業利益 783 59 842 9 851

  
繊維製品の製造 
販売関連事業 
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高     

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

81,917 4,274 86,191 ― 86,191

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

0 1,637 1,637 (1,637) ―

計 81,917 5,911 87,828 (1,637) 86,191

営業費用 78,855 5,778 84,634 (1,653) 82,980

営業利益 3,061 132 3,194 16 3,210



(注) １ 事業区分は、製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、繊維製品の製造販売関連事業、その他の事業に区分して

おります。 

２ 各事業の主要な製品 

(1) 繊維製品の製造販売関連事業 

   アパレル………婦人服・婦人洋品、子供洋品・ベビー服、紳士洋品、ホームウェア・インテリア 

   テキスタイル…服地 

(2) その他の事業 

   合成樹脂……合成樹脂原料(レジン)、樹脂フィルム 

   産業資材……産業用繊維、家具、自動車部品 

   物流事業……商品物流関連事業 

   賃貸事業……事務機器等のリース、不動産の賃貸管理 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間並びに前連結会計年度において、本邦の売上高は、全セグメント売

上高の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間並びに前連結会計年度において、海外売上高は、いずれも連結売上

高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

  

(企業結合等関係) 

当中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

  



(１株当たり情報) 

  

(注)１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１株当たり純資産額 

586円32銭 

１株当たり純資産額 

580円42銭 

１株当たり純資産額 

599円90銭 

１株当たり中間純利益 

82円55銭 

１株当たり中間純利益 

14円26銭 

１株当たり当期純利益 

106円22銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

がないため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益 

14円25銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

がないため記載しておりません。 

当社は、平成18年1月18日付で普通

株式1株に対し普通株式1.5株の割合

で株式分割を行いました。 

なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前中間連結

会計期間における1株当たり情報に

ついては以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 

474円99銭 

１株当たり中間純利益 

13円03銭 

  

  

  

  

  

  

  

  前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

純資産の部の合計額(百万円) 33,300 32,718 34,066

純資産の部の合計額から控除する 
金額(百万円) 

71 117 69

(うち新株予約権) (―) (40) (―)

(うち少数株主持分) (71) (77) (69)

普通株式に係る中間期末(期末)の 
純資産額(百万円) 

33,229 32,600 33,996

１株当たり純資産額の算定に用い
られた中間期末(期末)の普通株式
の数(千株) 

56,674 56,167 56,671



２ １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

  

  前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

１株当たり中間(当期)純利益金額   

中間(当期)純利益(百万円) 4,692 802 6,029

普通株主に帰属しない金額 
(百万円) 

― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(百万円) 

4,692 802 6,029

普通株式の期中平均株式数(千株) 56,846 56,307 56,766

潜在株式調整後１株当たり中間 
(当期)純利益金額 

 

普通株式増加数(千株) ― 80 ―

(うち新株予約権)(千株) (―) (80) (―)

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり中間(当期)
純利益の算定に含めなかった潜在
株式の概要 

― ― ―



(重要な後発事象) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

資産の譲渡 

 当社並びに連結子会社ティー・テ

ィー・シー株式会社は、平成18年

11月13日開催の取締役会におい

て、当該連結子会社が所有する固

定資産の譲渡を決議いたしまし

た。概要は以下のとおりでありま

す。 

(1) 譲渡の理由 

  グループ保有資産の効率的運用

を図るためであります。 

(2) 譲渡資産の内容 

 ① 内容及び所在地 

    ティー・ティー・シー株式 

    会社所有の賃貸物件 

    愛知県名古屋市中区栄 

    三丁目920番 

   土地 

    総面積497.42㎡ 

   建物 

    延床面積159.92㎡ 

 ② 譲渡価額  1,504百万円 

 ③ 現況 

   賃貸駐車場 

(3) 譲渡先 

  株式会社日本リート 

(4) 譲渡の日程 

 ① 譲渡契約日 

平成18年11月14日 

 ② 引渡日 

平成19年 3月 6日 

(5) 当該事象の損益に与える影響 

  当該資産の譲渡益651百万円

は、平成20年2月期の特別利益に

計上する予定であります。 

自己株式の取得 

 当社は平成19年10月15日開催の取

締役会において、会社法第165条第2

項の規定に基づき、自己株式を買受

けることを決議いたしました。概要

は以下のとおりであります。 

(1) 取得の理由 

  機動的な資本政策を遂行できる

ようにするためであります。 

(2) 取締役会の決議内容 

 ① 取得する株式の種類と総数 

    普通株式 100万株(上限) 

 ② 取得価額の総額 

    5億円(上限) 

 ③ 取得する期間 

    平成19年10月16日から 

    平成20年 2月29日まで 

 ④ 平成19年10月31日現在の 

   取得状況 

    取得株式数   235,000株 

    取得価額総額  98百万円 

  

  

１ 株式報酬型ストックオプション

としての新株予約権の発行 

  当社は、平成19年５月23日開催

の当社第96期定時株主総会におい

て従来の取締役に対する役員退職

慰労金制度を廃止し、株式報酬型

ストックオプションとして新株予

約権を発行する決議をいたしまし

た。 

  また、当社は同日開催の取締役

会において、同定時株主総会の決

議に基づき、取締役に対し、株式

報酬型ストックオプションとして

発行する新株予約権について具体

的な発行内容を決議いたしまし

た。 

  この内容の詳細については「第

４ 提出会社の状況 １ 株式等

の状況 (8)ストックオプション

制度の内容」に記載しておりま

す。 

  

２ 自己株式の取得 

  当社は、平成19年２月19日開催

の取締役会において、会社法第

165条第２項の規定に基づき、自

己株式を買受けることを決議し、

平成19年５月２日に取得を終了い

たしました。 

(1) 取得の理由 

  機動的な資本政策を遂行できる

ようにするためであります。 

(2) 取得した株式の種類 

普通株式 

(3) 取得した株式の総数  50万株 

(4) 取得価額の総額   292百万円 



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    
前中間会計期間末 

(平成18年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年８月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金     7,265 5,535   9,261 

２ 受取手形     3,639 3,405   5,068 

３ 売掛金     13,885 14,014   14,991 

４ たな卸資産     3,332 3,837   4,345 

５ 短期貸付金     15 51   14 

６ その他     1,413 748   760 

７ 貸倒引当金     △5 △3   △7 

流動資産合計     29,547 59.7 27,590 59.3   34,435 66.0

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産           

１ 建物 ※１   1,271 1,211   1,189 

２ 土地     2,177 2,117   2,117 

３ その他 ※１   730 782   756 

有形固定資産 
合計 

    4,178 8.5 4,111 8.8   4,063 7.8

(2) 無形固定資産     186 0.4 170 0.4   178 0.3

(3) 投資その他の 
  資産 

          

１ 投資有価証券     14,676 13,732   12,618 

２ 長期貸付金     54 41   57 

３ その他     976 1,070   1,031 

４ 貸倒引当金     △163 △176   △170 

投資その他の 
資産合計 

    15,542 31.4 14,667 31.5   13,536 25.9

固定資産合計     19,908 40.3 18,948 40.7   17,778 34.0

資産合計     49,455 100.0 46,538 100.0   52,213 100.0

            



  

    
前中間会計期間末 

(平成18年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年８月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形     608 684   1,187 

２ 外貨支払手形     3,456 3,864   4,263 

３ 買掛金     6,403 6,444   7,026 

４ 未払法人税等     2,869 105   2,422 

５ 引当金     257 212   230 

６ その他 ※３   2,124 3,100   2,550 

流動負債合計     15,719 31.8 14,411 31.0   17,680 33.9

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金     210 210   210 

２ 退職給付引当金     774 604   629 

３ 役員退職慰労 
  引当金 

    235 259   253 

４ その他     1,166 999   1,594 

固定負債合計     2,386 4.8 2,072 4.4   2,687 5.1

負債合計     18,106 36.6 16,484 35.4   20,368 39.0

            



  

  

    
前中間会計期間末 

(平成18年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年８月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金     3,622 7.3 3,622 7.8   3,622 6.9

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金     4,148 4,148   4,148 

(2) その他資本 
  剰余金 

    1 ―   ― 

資本剰余金合計     4,150 8.4 4,148 8.9   4,148 8.0

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金     806 806   806 

(2) その他利益 
  剰余金 

          

固定資産 
圧縮積立金 

    311 300   304 

固定資産圧縮
特別勘定 
積立金 

    ― 770   770 

別途積立金     13,000 15,500   13,000 

繰越利益 
剰余金 

    6,339 3,377   6,014 

利益剰余金合計     20,456 41.4 20,755 44.6   20,896 40.0

４ 自己株式     △409 △0.8 △300 △0.6   △5 △0.0

株主資本合計     27,819 56.3 28,225 60.7   28,661 54.9

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金 

    3,134 6.3 2,134 4.6   2,965 5.7

２ 繰延ヘッジ損益     440 0.9 △305 △0.7   258 0.5

３ 土地再評価 
  差額金 

    △45 △0.1 △40 △0.1   △40 △0.1

評価・換算差額 
等合計 

    3,530 7.1 1,788 3.8   3,183 6.1

Ⅲ 新株予約権     ― ― 40 0.1   ― ―

純資産合計     31,349 63.4 30,054 64.6   31,845 61.0

負債純資産 
合計 

    49,455 100.0 46,538 100.0   52,213 100.0

            



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     37,337 100.0 37,644 100.0   80,956 100.0

Ⅱ 売上原価     29,037 77.8 29,316 77.8   63,432 78.3

売上総利益     8,300 22.2 8,327 22.2   17,524 21.7

返品調整引当金 
繰入差額 

    △7 △0.0 △14 △0.0   △39 △0.0

(差引) 
売上総利益 

    8,307 22.2 8,341 22.2   17,563 21.7

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

    7,190 19.2 7,611 20.3   14,529 18.0

営業利益     1,116 3.0 730 1.9   3,033 3.7

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   18   34 64   

２ その他   222 240 0.6 180 215 0.6 314 379 0.5

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   86   94 201   

２ デリバティブ 
評価損 

  ―   232 ―   

３ その他   24 111 0.3 18 346 0.9 56 257 0.3

経常利益     1,246 3.3 599 1.6   3,155 3.9

Ⅵ 特別利益 ※２   7,312 19.6 43 0.1   7,330 9.0

Ⅶ 特別損失 ※３   352 0.9 90 0.2   424 0.5

税引前中間 
(当期)純利益 

    8,205 22.0 551 1.5   10,061 12.4

法人税、住民税 
及び事業税 

  2,819   93 3,011   

法人税等調整額   519 3,338 9.0 146 239 0.7 1,106 4,117 5.1

中間(当期) 
純利益 

    4,867 13.0 312 0.8   5,943 7.3

            



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日) 

  

  

  

  

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本 
準備金 

その他
資本 
剰余金 

資本
剰余金 
合計 

利益
準備金 

その他利益剰余金 
利益 
剰余金 
合計 

固定資産
圧縮 
積立金 

別途
積立金 

繰越利益 
剰余金 

平成18年2月28日残高(百万円) 3,622 4,148 1 4,149 806 616 12,000 3,814 17,237

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当       △  228 △  228

役員賞与       △  35 △  35

中間純利益       4,867 4,867

自己株式の取得         

自己株式の処分     0 0     

積立金の積立     1,000 △ 1,000 ―

積立金の取崩     △ 304   304 ―

土地再評価差額金の取崩       △ 1,383 △ 1,383

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額(純額)         

中間会計期間中の変動額合計(百万円) ― ― 0 0 ― △ 304 1,000 2,524 3,219

平成18年8月31日残高(百万円) 3,622 4,148 1 4,150 806 311 13,000 6,339 20,456

  

株主資本 評価・換算差額等

純資産 
合計 自己株式 株主資本

合計 

その他
有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ
損益 

土地再評価
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年2月28日残高(百万円) △  119 24,889 3,635 ― △ 1,429 2,206 27,096

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当   △  228   △  228

役員賞与   △  35   △  35

中間純利益   4,867   4,867

自己株式の取得 △  291 △  291   △  291

自己株式の処分 0 1   1

積立金の積立   ―   ―

積立金の取崩   ―   ―

土地再評価差額金の取崩   △ 1,383 1,383 1,383 ―

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額(純額)   △ 500 440 △  59 △  59

中間会計期間中の変動額合計(百万円) △  290 2,930 △ 500 440 1,383 1,323 4,253

平成18年8月31日残高(百万円) △  409 27,819 3,134 440 △  45 3,530 31,349



当中間会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

  

  

  

次へ 

  

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本 
準備金 

その他
資本 
剰余金 

資本
剰余金 
合計 

利益
準備金 

その他利益剰余金 
利益

剰余金 
合計 

固定資産
圧縮 

積立金 

固定資産
圧縮 

特別勘定
積立金 

別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

平成19年2月28日残高(百万円) 3,622 4,148 ― 4,148 806 304 770 13,000 6,014 20,896

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当       △  453 △ 453

中間純利益       312 312

自己株式の取得         

自己株式の処分         

積立金の積立     2,500 △ 2,500 ―

積立金の取崩     △  4   4 ―

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額(純額)         

中間会計期間中の変動額合計(百万円) ― ― ― ― ― △  4 ― 2,500 △ 2,637 △ 141

平成19年8月31日残高(百万円) 3,622 4,148 ― 4,148 806 300 770 15,500 3,377 20,755

  

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産
合計 自己株式 株主資本 

合計 

その他
有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ
損益 

土地再評価
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成19年2月28日残高(百万円) △   5 28,661 2,965 258 △  40 3,183 ― 31,845

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当   △  453     △ 453

中間純利益   312     312

自己株式の取得 △  295 △  295     △ 295

自己株式の処分 0 0     0

積立金の積立   ―     ―

積立金の取崩   ―     ―

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額(純額)     △ 830 △ 564 ― △ 1,395 40 △ 1,355

中間会計期間中の変動額合計(百万円) △  295 △  436 △ 830 △ 564 ― △ 1,395 40 △ 1,791

平成19年8月31日残高(百万円) △  300 28,225 2,134 △ 305 △  40 1,788 40 30,054



前事業年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

  

  

  

次へ 

  

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

資本 
準備金 

その他 
資本 

剰余金 

資本
剰余金 
合計 

利益
準備金 

その他利益剰余金 
利益
剰余金 
合計 

固定資産
圧縮 
積立金 

固定資産
圧縮 

特別勘定
積立金 

別途
積立金 

繰越利益 
剰余金 

平成18年2月28日残高(百万円) 3,622 4,148 1 4,149 806 616 ― 12,000 3,814 17,237

当期変動額           

剰余金の配当         △   455 △   455

役員賞与         △    35 △    35

当期純利益         5,943 5,943

自己株式の取得           

自己株式の処分     0 0     

自己株式の消却     △     1 △     1   △   405 △   405

積立金の積立       770 1,000 △ 1,770 ―

積立金の取崩       △   311   311 ―

土地再評価差額金の取崩         △ 1,388 △ 1,388

株主資本以外の項目の 
当期変動額(純額)           

当期変動額合計(百万円) ― ― △     1 △     1 ― △   311 770 1,000 2,199 3,658

平成19年2月28日残高(百万円) 3,622 4,148 ― 4,148 806 304 770 13,000 6,014 20,896

  

株主資本 評価・換算差額等

純資産 
合計 自己株式

株主資本 
合計 

その他
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

土地再評価
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年2月28日残高(百万円) △   119 24,889 3,635 ― △ 1,429 2,206 27,096

当期変動額       

剰余金の配当   △   455   △   455

役員賞与   △    35   △    35

当期純利益   5,943   5,943

自己株式の取得 △   293 △   293   △   293

自己株式の処分 1 2   2

自己株式の消却 406 ―   ―

積立金の積立   ―   ―

積立金の取崩   ―   ―

土地再評価差額金の取崩   △ 1,388 1,388 1,388 ―

株主資本以外の項目の 
当期変動額(純額)     △   670 258 △   411 △   411

当期変動額合計(百万円) 114 3,772 △   670 258 1,388 977 4,749

平成19年2月28日残高(百万円) △     5 28,661 2,965 258 △    40 3,183 31,845



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) たな卸資産 

  移動平均法による低価

法 

(1) たな卸資産 

同左 

(1) たな卸資産 

同左 

  (2) 有価証券 

  子会社株式及び関連会

社株式 

   移動平均法による原

価法 

(2) 有価証券 

  子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

(2) 有価証券 

  子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

    その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間決算期末日の

市場価格等に基づ

く時価法(評価差

額は全部純資産直

入法により処理

し、売却原価は移

動平均法により算

定) 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算期末日の市場

価格等に基づく時

価法(評価差額は

全部純資産直入法

により処理し、売

却原価は移動平均

法により算定) 

     時価のないもの 

    移動平均法による

原価法 

   時価のないもの 

同左 

   時価のないもの 

同左 

  (3) デリバティブ 

  時価法 

(3) デリバティブ 

同左 

(3) デリバティブ 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法 

  なお、耐用年数及び残

存価額については、法

人税法に規定する方法

と同一の基準によって

おります。 

  但し、平成10年４月１

日以降に取得した建物

(建物附属設備を除

く。)については、定

額法を採用しておりま

す。 

  (少額減価償却資産) 

  取得価額が10万円以上

20万円未満の資産につ

いては、３年間で均等

償却する方法を採用し

ております。 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 



  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

  (2) 無形固定資産 

  定額法 

  なお、耐用年数につい

ては、法人税法に規定

する方法と同一の基準

によっております。 

但し、ソフトウェア

(自社利用)について

は、社内における利用

可能期間(５年)に基づ

く定額法を採用してお

ります。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

  (3) 長期前払費用 

  定額法 

  なお、耐用年数につい

ては、法人税法に規定

する方法と同一の基準

によっております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  売上債権、貸付金等の

貸倒損失に備えるた

め、一般債権について

は貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に

回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上

しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  (2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支払に

備えるため、支給見込

額のうち、当中間会計

期間の負担額を計上し

ております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支払に

備えるため、支給見込

額のうち、当期の負担

額を計上しておりま

す。 

  (3) 返品調整引当金 

  返品による損失に備え

るため、過去の返品率

等を勘案し、損失見込

額を計上しておりま

す。 

(3) 返品調整引当金 

同左 

(3) 返品調整引当金 

同左 



  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

  (4) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間会

計期間末において発生

していると認められる

額を計上しておりま

す。 

  数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)に

よる定額法により翌事

業年度から費用処理す

ることとしておりま

す。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  （追加情報） 

   当社は平成19年9月1

日付で退職給付制度の

改定を行い、適格退職

年金制度及び退職一時

金制度を廃止し、新た

に確定給付企業年金制

度及び確定拠出年金制

度（前払退職金との選

択制）を導入いたしま

す。 

   移行に伴う会計処理

に関しては、「退職給

付制度間の移行等に関

する会計処理」（企業

会計基準適用指針第1

号）及び「退職給付制

度間の移行等の会計処

理に関する実務上の取

扱い」（実務対応報告

第2号）を適用してお

ります。 

   本移行に伴う影響は

軽微であります。 

(4) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき計上してお

ります。 

  数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)に

よる定額法により翌事

業年度から費用処理す

ることとしておりま

す。 



  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

  (5) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支

払に備えるため、内規

に基づく中間会計期間

末の要支給額を計上し

ております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支

払に備えるため、内規

に基づき、平成19年5

月23日（第96期定時株

主総会）までの在任期

間に対応する要支給額

を計上しております。 

  （追加情報） 

   当社は、平成19年5

月23日開催の定時株主

総会終結の時をもって

役員退職慰労金制度を

廃止いたしました。 

   また、役員退職慰労

金制度廃止日までの在

任期間を対象とする退

職慰労金の打ち切り支

給については、各取締

役及び各監査役の退任

時に支給することとし

ております。 

   なお、株主総会にお

いて、各取締役及び各

監査役ごとの当該退職

慰労金についての承認

決議が行われていない

ため、引き続き「役員

退職慰労引当金」とし

て計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支

払に備えるため、内規

に基づく期末要支給額

を計上しております。 

４ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨へ

の換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してお

ります。 

同左 外貨建金銭債権債務は、決

算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。 

５ リース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。 

同左 同左 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用

しております。なお、

為替予約及び通貨スワ

ップについては、振当

処理の要件を満たして

いる場合は振当処理を

採用しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段  ヘッジ対象

為替予約  
外貨建金銭
債権債務 

通貨 
スワップ 

 
外貨建金銭
債務 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

  (3) ヘッジ方針 

  当社の社内管理規定に

基づき、為替変動リス

クをヘッジしておりま

す。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  (4) ヘッジ有効性評価の方

法 

  為替予約及び通貨スワ

ップにおいては、すべ

てが将来の実需取引に

基づくものであり、実

行の可能性が極めて高

いため有効性の判定を

省略しております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

７ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

―――――――――― (固定資産の減価償却方法) 

 当中間会計期間より法人税法の改

正((所得税法等の一部を改正する法

律 平成19年3月30日 法律第6号)

及び(法人税法施行令の一部を改正

する政令 平成19年3月30日 政令

第83号))に伴い、平成19年4月1日以

降に取得した有形固定資産の減価償

却については、改正後の法人税法に

基づく方法に変更しております。 

 なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。 

―――――――――― 

      

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間会計期間より「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成

14年8月9日))及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」(企業

会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第6号)を適用

しております。 

 これにより、営業利益及び経常利

益が2百万円増加し、税引前中間純

利益が279百万円減少しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき当該各資産の金額から直接控

除しております。 

―――――――――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当期より「固定資産の減損に係る

会計基準」(「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」

(企業会計審議会 平成14年8月9

日))及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」(企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会

計基準適用指針第6号)を適用してお

ります。 

 これにより、営業利益及び経常利

益が11百万円増加し、税引前当期純

利益が313百万円減少しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基づ

き当該各資産の金額から直接控除し

ております。 

      

―――――――――― ―――――――――― (役員賞与に関する会計基準) 

 当期より「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成

17年11月29日 企業会計基準第4

号）を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益は24百万円減

少しております。 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

 当中間会計期間より「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月9日 企業会計基準第5号)及

び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月9日 企業会計基準適用指針第8

号)を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は30,909百万円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間末における

中間貸借対照表の純資産の部につい

ては、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。 

―――――――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

(自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正) 

 当期より「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年12月9日

企業会計基準第5号）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月9日 企業

会計基準適用指針第8号）並びに改

正後の「自己株式及び準備金の額の

減少等に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 終改正平成18年8

月11日 企業会計基準第1号）及び

「自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 終改正平成18

年8月11日 企業会計基準適用指針

第2号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の資本の部の合計に相

当する金額は31,586百万円でありま

す。 

 財務諸表等規則の改正により、当

期末における貸借対照表の純資産の

部については、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

前へ   次へ 

前中間会計期間末 
(平成18年８月31日) 

当中間会計期間末
(平成19年８月31日) 

前事業年度末 
(平成19年２月28日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,004百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,036百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,992百万円 

 ２ 偶発債務 

   関係会社の取引保証 

    ㈱タキヒヨーケミカ 

40百万円 

 ２ 偶発債務 

   関係会社の取引保証 

    ㈱タキヒヨーケミカ 

31百万円 

 ２ 偶発債務 

   関係会社の取引保証 

    ㈱タキヒヨーケミカ 

38百万円 

※３ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び預り消費税

等は相殺の上、流動負債のそ

の他に含めております。 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 

※３   ―――――――― 



(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

 １ 減価償却実施額 
有形固定資産 51百万円
無形固定資産 1百万円

 １ 減価償却実施額
有形固定資産 56百万円
無形固定資産 8百万円

１ 減価償却実施額 
有形固定資産 97百万円
無形固定資産 9百万円

※２ 特別利益の主な内訳 

固定資産 
売却益(土地) 

7,185百万円

貸倒引当金 
戻入益 

126百万円

※２ 特別利益の主な内訳 

投資有価証券
売却益 

42百万円

  

※２ 特別利益の主な内訳 

投資有価証券 
売却益 

13百万円

固定資産
売却益 
(土地等) 

7,199百万円

貸倒引当金 
戻入益 

116百万円

※３ 特別損失の主な内訳 

投資有価証券 
評価損 

63百万円

減損損失 281百万円

※３ 特別損失の主な内訳

投資有価証券
評価損 

85百万円

  

※３ 特別損失の主な内訳 

投資有価証券 
評価損 

63百万円

減損損失 324百万円
 ４ 減損損失の内容は次のとおり

であります。 
当中間会計期間において当社
は以下の資産グループについ
て減損損失を計上いたしまし
た。 

当社は、管理会計上の区分を
考慮して資産グループを決定
しております。なお、遊休資
産及び賃貸資産については各
物件を資産グループとしてお
ります。 

  
上記の資産グループについて
は、地価の著しい下落や営業
損益が継続してマイナスにな
っているものについて帳簿価
額を回収可能価額まで減額
し、当該減少額を減損損失
(281百万円)として特別損失
に計上しております。その内
訳は、建物223百万円、土地
56百万円、その他1百万円で
あります。 

  
なお、回収可能価額は正味売
却価額により算定しておりま
す。 
また正味売却価額は路線価及
び固定資産税評価額を合理的
に調整した金額に基づいて評
価しております。 

用途 種類 場所 減損損失
(百万円)

事業用 
資産 建物等 東京都 

渋谷区 166

賃貸資産 土地及び 
建物等 

滋賀県 
伊香郡 
高月町 

95

賃貸資産 土地及び 
建物等 

愛知県 
一宮市 19

計     281

 ４ ――――――――――
  

  
  

  
  

  
  

   

    

    

    

   

４ 減損損失の内容は次のとおり
であります。 
当期において当社は以下の資
産グループについて減損損失
を計上いたしました。 

当社は、事業用資産について
は管理会計上の区分を考慮し
て資産グループを決定してお
ります。なお、遊休資産及び
賃貸資産については各物件を
資産グループとしておりま
す。 

  
上記の資産グループについて
は、地価の著しい下落や営業
損益が継続してマイナスにな
っているものについて帳簿価
額を回収可能価額まで減額
し、当該減少額を減損損失
(324百万円)として特別損失
に計上しております。その内
訳は、建物261百万円、土地
56百万円、その他6百万円で
あります。 

  
なお、回収可能価額は正味売
却価額により算定しておりま
す。 
また、正味売却価額は路線価
及び固定資産税評価額を合理
的に調整した金額に基づいて
評価しております。 

地域 用途 種類 減損損失 
(百万円) 

愛知県
事業用
資産 建物等 26 

賃貸資産
土地及び 
建物等 19 

東京都
事業用
資産 建物等 178 

滋賀県 賃貸資産
土地及び 
建物等 95 

福岡県
事業用
資産 建物等 3 

計   324 



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年3月1日  至 平成18年8月31日) 
  
自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) １ 普通株式の自己株式の増加510,650株は、単元未満株式の買取りによる増加10,650株及び旧商法第211条ノ3第1項第2号の

規定に基づく自己株式の取得による増加500,000株であります。 

２ 普通株式の自己株式の減少2,780株は、単元未満株式の買増請求によるものであります。 

  

当中間会計期間(自 平成19年3月1日  至 平成19年8月31日) 
  
自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) １ 普通株式の自己株式の増加505,040株は、単元未満株式の買取りによる増加5,040株及び会社法第165条第2項の規定に基づ

く自己株式の取得による増加500,000株であります。 

２ 普通株式の自己株式の減少1,000株は、単元未満株式の買増請求によるものであります。 

  

前事業年度(自 平成18年3月1日  至 平成19年2月28日) 
  
自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) １ 普通株式の自己株式の増加515,430株は、単元未満株式の買取りによる増加15,430株及び旧商法第211条ノ3第1項第2号の

規定に基づく自己株式の取得による増加500,000株であります。 

２ 普通株式の自己株式の減少950,426株は、単元未満株式の買増請求による減少3,926株及び会社法第178条の規定に基づく

自己株式の消却による減少946,500株であります。 

  

前へ   次へ 

  
前事業年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当中間会計期間末 

(株) 

普通株式（注） 446,234 510,650 2,780 954,104

  
前事業年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当中間会計期間末 

(株) 

普通株式（注） 11,238 505,040 1,000 515,278

  
前事業年度末 

(株) 
増加
(株) 

減少
(株) 

当事業年度末 
(株) 

普通株式（注） 446,234 515,430 950,426 11,238



(リース取引関係) 
  

前中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

借主側 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

借主側 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

借主側 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円) 

中間 
期末残高
相当額 
(百万円)

その他 
(器具 
備品) 

65 19 46

無形 
固定資産 
(ソフト 
ウエア) 

9 1 8

合計 75 20 54

  
取得価額
相当額 

(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間
期末残高
相当額 

(百万円)

その他 
(器具 
備品) 

84 30 54

その他 
(車両 
運搬具) 

17 2 14

無形 
固定資産 
(ソフト 
ウエア) 

9 3 5

合計 111 36 74

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

その他
(器具 
備品) 

88 27 61 

無形
固定資産
(ソフト 
ウエア) 

9 2 6 

合計 98 29 68 

      

(注) 取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定してお

ります。 

 (注)    同左 (注) 取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 14百万円

１年超 40百万円

合計 54百万円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 23百万円

１年超 51百万円

合計 74百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 17百万円

１年超 51百万円

合計 68百万円

(注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

 (注)    同左 (注) 未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算

定しております。 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 7百万円

減価償却費相当額 7百万円

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 11百万円

減価償却費相当額 11百万円

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 16百万円

減価償却費相当額 16百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失

はありません。 

  

  

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失

はありません。 



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年８月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当中間会計期間末(平成19年８月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度末(平成19年２月28日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

  

(企業結合等関係) 

当中間会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  



(重要な後発事象) 

  

  
前へ     

前中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

―――――――――― 自己株式の取得 

 当社は平成19年10月15日開催の取

締役会において、会社法第165条第2

項の規定に基づき、自己株式を買受

けることを決議いたしました。概要

は以下のとおりであります。 

(1) 取得の理由 

  機動的な資本政策を遂行できる

ようにするためであります。 

(2) 取締役会の決議内容 

 ① 取得する株式の種類と総数 

    普通株式 100万株(上限) 

 ② 取得価額の総額 

    5億円(上限) 

 ③ 取得する期間 

    平成19年10月16日から 

    平成20年 2月29日まで 

 ④ 平成19年10月31日現在の 

   取得状況 

    取得株式数   235,000株 

    取得価額総額  98百万円 

１ 株式報酬型ストックオプション

としての新株予約権の発行 

  当社は、平成19年５月23日開催

の当社第96期定時株主総会におい

て従来の取締役に対する役員退職

慰労金制度を廃止し、株式報酬型

ストックオプションとして新株予

約権を発行する決議をいたしまし

た。 

  また、当社は同日開催の取締役

会において、同定時株主総会の決

議に基づき、取締役に対し、株式

報酬型ストックオプションとして

発行する新株予約権について具体

的な発行内容を決議いたしまし

た。 

  この内容の詳細については「第

４ 提出会社の状況 １ 株式等

の状況 (8)ストックオプション

制度の内容」に記載しておりま

す。 

  

２ 自己株式の取得 

  当社は、平成19年２月19日開催

の取締役会において、会社法第

165条第２項の規定に基づき、自

己株式を買受けることを決議し、

平成19年５月２日に取得を終了い

たしました。 

(1) 取得の理由 

  機動的な資本政策を遂行できる

ようにするためであります。 

(2) 取得した株式の種類 

普通株式 

(3) 取得した株式の総数  50万株 

(4) 取得価額の総額   292百万円 



(2) 【その他】 

平成19年10月15日開催の取締役会において、第97期の中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(注) 平成19年８月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。 

中間配当による配当金の総額 224百万円

１株当たりの金額 4円00銭

支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成19年11月16日



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

(1) 有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度 

(第96期) 
自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

  平成19年５月24日 

東海財務局長に提出。 

    
(2) 自己株券買付状況 

報告書 

      平成19年３月13日 

平成19年４月13日 

平成19年５月14日 

平成19年６月８日 

平成19年11月12日 

東海財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

タキヒヨー株式会社 
取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているタキヒ

ヨー株式会社の平成18年３月１日から平成19年２月28日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成18年３月１日から

平成18年８月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主

資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、タキヒヨー株式会社及び連結子会社の平成18年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間(平成18年３月１日から平成18年８月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間よ

り「固定資産の減損に係る会計基準」及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」が適用されることとな

るため、これらの会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

平成18年11月17日 

新日本監査法人 

指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士  秦      博  文  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士  片  岡      明  ㊞ 

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

タキヒヨー株式会社 
取締役会 御中 

  

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるタキヒヨー株式会社の平成19年３月１日から平成20年２月29日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成19年３

月１日から平成19年８月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中

間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、タキヒヨー株式会社及び連結子会社の平成19年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間(平成19年３月１日から平成19年８月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象「自己株式の取得」に記載されているとおり、会社は平成19年10月15日開催の取締役会において、会

社法第165条第２項の規定に基づき、自己株式を買受けることを決議している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

平成19年11月19日 

新日本監査法人 

指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士  秦      博  文  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士  滝  口  隆  弘  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士  片  岡      明  ㊞ 

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

タキヒヨー株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているタキヒ

ヨー株式会社の平成18年３月１日から平成19年２月28日までの第96期事業年度の中間会計期間(平成18年３月１日から平

成18年８月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財

務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、タキヒヨー株式会社の平成18年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成18年３月１

日から平成18年８月31日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より「固定

資産の減損に係る会計基準」及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」が適用されることとなるため、

これらの会計基準により中間財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

平成18年11月17日 

新日本監査法人 

指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士  秦      博  文  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士  片  岡      明  ㊞ 

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

タキヒヨー株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるタキヒヨー株式会社の平成19年３月１日から平成20年２月29日までの第97期事業年度の中間会計期間(平成19年３月

１日から平成19年８月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等

変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、タキヒヨー株式会社の平成19年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成19年３月１

日から平成19年８月31日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象「自己株式の取得」に記載されているとおり、会社は平成19年10月15日開催の取締役会において、会

社法第165条第２項の規定に基づき、自己株式を買受けることを決議している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

平成19年11月19日 

新日本監査法人 

指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士  秦      博  文  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士  滝  口  隆  弘  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士  片  岡      明  ㊞ 

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 
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